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静岡県中央新幹線環境保全連絡会議

第20回地質構造・水資源部会専門部会

令和７年６月２日(月)

県庁西館４階第１会議室AB

午後１時30分開会

○望月課長 ただいまから、静岡県中央新幹線環境保全連絡会議地質構造・水資源部会専

門部会を開催いたします。

本日の出席者につきましては、お手元の一覧表のとおりです。

なお、保高委員につきましては、都合によりWeb参加となります。資料では途中参加と

なっておりますが、冒頭から参加いただいておりますので、ご承知おきください。

また、本日の資料は配付資料一覧のとおりですが、加えて、資料の右肩に「丸井委員

説明資料」と記載したものを机上に配付させていただいておりますので、ご確認くださ

い。不足等ございましたら、お申し出願います。

それでは、開会に当たりまして、静岡県中央新幹線対策本部長の平木副知事からご挨

拶申し上げます。

○平木副知事 皆様こんにちは。副知事の平木です。

本日は、第20回の地質構造・水資源部会専門部会ということで、ご参画いただきまし

て、ありがとうございます。

本日は、ご多用の中、森下部会長、そして大石先生、塩坂先生、中澤先生、丸井先生、

Webでは保高先生のご参加をいただきまして、誠にありがとうございます。

そして今日も、ＪＲ東海の方々、国土交通省の方々にもご参加いただいております。

今年度に入り、先月の23日に生物多様性部会を開催いたしました。また、27日には大

井川利水関係協議会も開催させていただいたところです。また、28日には自民党の特別

委員会等々で説明をさせていただいたところでありまして、スケジュール感を持って進

めさせていただいております。

今回の専門部会は、地質構造・水資源部会ですが、20回を数えるということで、先生

方のご知見について、改めて感謝を申し上げたいと思います。本日、水資源につきまし

ては、残った２項目についてご議論を頂戴いたします。また、発生土に関しましては、
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キックオフをしていなかった２項目も加え、残る全ての項目について対話を開始します。

専門性を持って様々な課題を議論するというスタンスについては全く変わるものでは

ないため、本日も、ＪＲ東海さんからのプレゼンテーションに基づいて、先生方から忌

憚のない、専門知識、あるいはご知見、ご意見を賜れればと思いますので、よろしくお

願い申し上げます。

私からは以上です。

○望月課長 それでは会議を進めてまいります。これより先は森下部会長に進行をお願い

いたします。

○森下部会長 部会長の森下でございます。よろしくお願いいたします。

それでは議事に入ります。本日は、水資源とトンネル発生土について対話を予定して

おります。

まずは、本日の対話内容について、事務局から説明をお願いいたします。

○春田技監 お手元の事務局説明資料の３ページをごらんください。

「今後の主な対話項目」のうち、水資源関連の６項目を示します。

今回、青字下線で示した、引き続きの対話項目２項目について対話を行ないます。

１つ目は、２、「リスク管理」のうち、田代ダム取水抑制案において取水抑制できな

い状態が継続する場合の対応についてです。

２つ目が、３、「モニタリング」で、具体的な計画のうち、実施箇所、監視体制、理解

しやすいデータ公表の手法について対話を行ないます。

続いて、４ページをごらんください。

「今後の主な対話項目」のうち、トンネル発生土関連の５項目を示します。

今回対話を行なうのは、青字下線で示した引き続きの対話２項目と、赤で着色した新

規２項目です。引き続きの対話２項目、新規の対話２項目、合わせて４項目について対

話を行ないます。

引き続きの対話項目といたしまして、（１）は、発生土置き場があることによる生態

系全体や景観への影響を考慮した対策について。また、（２）の全ての発生土置き場に

ついての詳細な計画のうち、設計、モニタリング等について対話を行ないます。

新規項目といたしまして、（３）、リスク管理の手法とリスク対策について、（５）の

自然由来の重金属等を含む要対策土の処理について対話を行ないます。

事務局からは以上です。
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○森下部会長 それでは次第に沿って議事を進めます。

初めに、水資源に関する対話のうち、議題１、「田代ダム取水抑制案」について事務

局から説明をお願いいたします。

○春田技監 事務局説明資料の５ページをごらんください。

初めに、対話項目２の（２）「田代ダム取水抑制案について」の「取水抑制できない状

態が継続する場合の対応」についてであります。

本年３月の専門部会において、取水抑制できない状態が継続する場合の対応について、

ＪＲ東海から、「一定期間のうちに取水抑制できる見込みがない場合には、静岡県や専

門家等に相談の上、対応を検討する」と説明がありました。

これに対し、「一定期間」をどのように考えるか具体的に示されておらず、委員から

「『一定期間』をどのように考えるか事前に決めておく必要がある」と意見が出されて

おります。

本日は、ＪＲ東海が「一定期間」の考え方を検討しましたので、その内容を確認する

ための対話を行ないます。

事務局からは以上です。

○森下部会長 はい、ありがとうございました。

続いて、ＪＲ東海から説明をお願いいたします。

○ＪＲ東海（和氣） ＪＲ東海でございます。

右肩に「資料１－１」と書いてあるＡ３の概要版をごらんください。

まず、左側のリスク管理のフローに関するご説明をいたします。

第12回の地質構造・水資源専門部会でご説明いたしました、約10年間分の河川流量の

実測データを用いた検討では、水収支解析で予測しました県外流出量と比較して、取水

抑制するための水量が不足する日はございませんでした。しかしながら、リスク管理の

観点から、取水抑制できない状態が継続する場合への対応について検討いたしました。

詳細な内容については、資料１－２の３ページから８ページ目に記載しておりますが、

本日は時間の都合上、割愛しまして、こちらの図１にお示ししましたリスク管理フロー

でご説明いたします。

では、下のリスク管理フローをごらんください。

左側の水色で囲った部分が田代ダム案の運用サイクルになります。取水抑制の実施可

否は、この水色で囲いました、②「取水抑制量の報告」時、③「取水抑制の実施」前で行
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ないます。また、③「取水抑制の実施」後、④「取水量・放流量の報告・確認」時に実施

結果の確認を行ないます。取水抑制の実施を判断して対応することで、県外流出量と同

量（全量）の抑制をより早く実施することが可能となります。

取水抑制できないと判断する場合は、このフローにあります②と③の右矢印に向かう

２つの大きく分かれた場合にございます。

１つ目は、右に向かう黒い実線の矢印で、冬季に河川流量が少ない場合等において、

発電所を安定して運転継続できる流量を下回る場合には、大井川からの取水は行なわず、

発電所を一時停止いただきます。しかしながら、無降雨期間の長期化や突発湧水など不

測の事態が発生し、発電所を一時停止いただいても県外流出量と同量を取水抑制できな

い場合が考えられます。

２つ目は、右に向かう黒い破線の矢印で、こちらは東京電力ＲＰ様の電力需給逼迫時、

設備不良時等の場合になります。これらの場合には、図中の黒い実線の下向きの矢印に

向かい、可能な限り早く不足分を加味して抑制いたします。

さらに、黒い実線の下向きの矢印ですが、取水抑制できない状態が継続する場合には、

その期間の不足分を把握し、取水抑制できるようになった時点以降に、可能な限り早く

不足分を加味して抑制いたします。

ただし、取水抑制できない状態が一定期間継続した場合や、一定期間のうちに取水抑

制できる見込みがない場合には、この管理フローの一番下にありますが、静岡県や専門

家等にご相談の上、対応を検討し、必要な場合には、右側の破線で上に戻っていきます

けれども、先進坑の掘削を一時中断し、掘削スケジュールの再検討を行なうことといた

します。

続きまして、資料右側をごらんください。

「『一定期間」の考え方」についてご説明いたします。

図２をごらんください。

田代ダム取水抑制案は、１週間前に取水抑制を実施することを基本といたします。①

の「県外流出量の測定」は、１サイクル１週間単位で行ないます。対象サイクルの県外

流出量と同量を取水抑制できない場合には、翌サイクルに不足分を加味して抑制しまし

ても、取水抑制できない期間は16日間となります。

また、２サイクル連続で取水抑制できない状態が継続した場合には、翌々サイクルに

不足分を加味して抑制しても、取水抑制できない期間は23日間となります。
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さらに、３サイクル連続で取水抑制できない状態が継続した場合には、取水抑制でき

ない期間が30日間となります。今回、この30日間について、降水の実績を確認し、取水

抑制できるかどうかを検討いたしました。

過去29年間、期間としては1997年１月から2025年３月31日までの静岡市井川付近での

気象庁のアメダス観測データによりますと、無降雨期間はおおむね30日未満であり、取

水抑制できない状態が継続した場合でも、おおむね30日間のうちに降雨により河川流量

が回復し、取水抑制できるようになると考えられます。

しかしながら、29年間に７回、30日間の無降雨期間があったことから、リスク管理の

観点から、不測の事態を想定して対応を決めておく必要があるため、下の図３にお示し

するとおり、「一定期間のうちに取水抑制できる見込みがない場合」の「一定期間」を、

対象サイクルの県外流出量の測定開始から起算しまして30日としてリスク管理を行ない

ます。

また、「取水抑制できない状態が一定期間継続した場合」の「一定期間」についても、

３サイクル連続（30日）として同様のリスク管理を行なってまいります。

資料１－１についてのご説明は以上です。

○森下部会長 ありがとうございました。

ただいま、ＪＲ東海から、田代ダム取水抑制案のリスク管理における「一定期間」の

考え方の説明がございました。ご質問やご意見がありましたら発言をお願いします。

はい、大石委員。

○大石委員 ご説明ありがとうございました。

この資料に基づきますと、１サイクル１週間ということで、30日間ということで、３

サイクル連続で取水抑制できない場合という形で明確に定めていただいており、また過

去の資料を見ますと、おおむねこの30日間の中で取水抑制できると考えられていますの

で、適切ではないかなと考えたところです。

以上です。

○森下部会長 はい、ありがとうございました。

そのほか、委員の皆様、ありますでしょうか。塩坂委員、どうぞ。

○塩坂委員 １－１の資料の左側のフローチャートがあるんですけれども、上のところで

静岡工区と山梨工区で分かれていますけど、静岡工区の部分というのは事前打合せで私

が提案をして入れてもらったんですけれども、これは簡単に言うと、まずここはなかな
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か理解するのは難しいんですけど、時系列のお話がありまして、資料１－２の19ページ

の上の図があります。

ここで非常に時系列が大事なんですけれども、まず上の図の右側のところに一点鎖線

がありますけど、これが県境になります。現在、県境の手前340m近くまで行っているん

ですけど、ここでまず一度止まります。

次に何をするかというと、この下の千石非常口から掘削を開始します。それから、こ

こには抜けていますが、道路用トンネルがもう１本入っているんです。それから椹島に

抜ける導水路トンネルと、要はここに３本トンネルが入ることになるんですね。

そうすると、前回もご説明しましたように、この位置というのは、16ページの図16に

書いてございますけれども、まさに今私がご説明したように、西俣断層が通っておりま

して、その西側に３本のトンネルが掘削されるということになります。そうしますと、

ＪＲさんの報告書を見させていただきまして、15ページの図15ですね。これがちょうど

西俣断層のところの断面なんですけれども、これを見ますと、真ん中に描いてある実線

が断層なんですけれども、その西側、名古屋方面に大量の湧水が発生すると。まさにそ

の大量の湧水が発生するところにこの３本のトンネルが入っていくということは、この

最初の１－１の図１の右の図のところ、静岡工区のところでもし水が減少してしまった

ら、このフローチャートは前へ進まないんですね。つまり、この下のフローチャートに

行けない。簡単に言ってしまうと、田代ダム案が成立しないということになるんですよ。

だから、ここを詰めておかないと。私は別に田代ダム案を否定しているわけじゃない

んだけど、田代ダム案そのものが成立するかしないかというチェックをしないといけな

いと。それがここのブルーの静岡工区の判断なんですけど、そこが「NO」になった場合

どうするのか。ＪＲさんはどう考えているのか。その辺をぜひお聞きしたいです。

○森下部会長 いかがでしょうか。

○ＪＲ東海（永長） ご質問ありがとうございます。

こちらのフローチャートのところでいきますと、右側の「静岡工区掘削時」、ブルー

のところから流れてくる部分なんですけれども、こちらがその後左側に向かっておりま

して、私どもが考えている対策といたしましては、まず静岡工区を掘削するときに、な

るべく湧水のほうを少なくするというのはあります。

ただ、それは当然、少なくなったか、それともそうでなかったかということで結果が

出ますので、その結果に基づいて、その後左側のほうに行きまして、「先進坑掘削スケ
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ジュールの調整」というのがあります。こちらは、実際これから掘っていこうとする先

進坑のところですね。こちらのほうも、ボーリング調査なりである程度結果が得られて

きていますので、湧水量が、場所、場所によって、「このあたりを掘ったら多く出るだ

ろう」ということがそれぞれ予測をされています。ですので、特に多いと想定される区

間については、例えばタイミング的に渇水期を避けると。その渇水期を避けるというこ

とについても、例えば１～２か月避ければいいのか、もう少し長い期間避けなければい

けないのかといったようなことを、右側の青いほうから来る結果に基づいて、この時点

でよく考えるべきということでこちらは認識をして、このフローを作成しております。

○森下部会長 はい、塩坂委員。

○塩坂委員 今のご説明の中で、この先進坑というのはどこの先進坑？例えば、今の山梨

工区からの先進坑のことを言われているんですか。

○ＪＲ東海（永長） 今の発言はそうです。

○塩坂委員 それでは西俣の断層のところには到達しないですよ。1.2kmでしょう？県境か

ら。

○ＪＲ東海（永長） 県境から、はい。

○塩坂委員 そっちは今度は静岡工区になりますよね。

○ＪＲ東海（永長） はい。

○塩坂委員 そっちまで掘らないわけでしょう？山梨からは。工区が変わりますもんね。

○ＪＲ東海（永長） そういう意味でいきますと、今「先進坑」と私が申し上げたのは山

梨工区の中の先進坑です。

○塩坂委員 そうですね。

○ＪＲ東海（永長） はい。

○塩坂委員 ですから、それでは私の質問に対して答えになっていないんですよ。

つまり、静岡工区で西俣のところに断層があって、その名古屋側のところに大量の湧

水が帯水しているという報告書がありまして、そこに３本のトンネルが入っていくので、

「そこで渇水してしまったら田代ダム案が成り立たないのでどうなんですか」と質問し

ているのであって、今の先進坑だと、800mの県境の破砕帯に対してはあなたの言われる

ことで分かるんだけど、それでは私の質問した静岡工区の問題は何ら説明になっていな

いですね。

○ＪＲ東海（永長） 実際、静岡工区のほうのトンネルを先に掘りますので、例えば河川
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流量があまり変わらないのか、それとも減ってしまうのかという河川流量に与える影響

は出ている状況でございます。その河川流量がどう変化しているかということは、例え

ば多少減っているかというのが出ますので、その減ったところで、今度は山梨側でどの

ぐらい水が出るかと。そちらは山梨県側からの調査結果で分かりますので、それの比較

をして、例えば状況がかなり厳しいというようなことであれば、いわゆる冬に河川流量

がかなり少なくなる時期には、そこは掘削を避けるというようなことを考えてまいりま

す。

○塩坂委員 今の件では山梨県側の水は関係ないんですよ。にもかかわらず、今山梨県側

の水が減ったら何か考慮するという説明をされますけど、私が質問しているのは、山梨

県側の水がもし減るとすれば――ごめんなさい。破砕帯の800mのところから取水した水

が減る。山梨へ出るということですね。でも、この３本のトンネルは静岡県側から掘り

進んでいくわけですよ。そうすると、まさに西俣断層の真下を通過するので、そのとき

に大量の水が出ます。水量的には静岡県に出るのでいいんですけれども、先進導坑は、

そこの西俣の真下まで到達して初めて品川側に掘り始めるわけじゃないですか。だから、

その時点で西俣の水位が下がってしまったら田代ダムに水がたまらないので、その場合

はどうするんですかという質問です。

○ＪＲ東海（永長） 静岡工区を掘っていくときには、まず斜坑を掘って、それから工事

用道路トンネルがありますけれども、当然そこからさらに先進坑、本坑ということで掘

ってまいりますけれども、それぞれ掘るに当たっては、何回も申し上げますが、そのと

きも当然先進ボーリングを行ないまして、特に断層交差部なんかで大量の湧水が出そう

なところは薬液注入を行ないながら掘削をしてまいります。

そうやってなるべく減らすんですけれども、静岡で掘っていくときに減らした結果と

して、もしかしたら――もしかしたらというか、静岡を流れている西俣川の流量が減って

いるということはあり得ますので、その減った水の量と、あとは山梨の県外流出は別個

に動いているものなんですけれども、田代ダム案を考えるという意味では、いわゆる取

水できる水と、それから必要な水と、その量を比べながら考えていくことになりますの

で、今おっしゃられた話で、使える水の量が減るかもしれないと。一方で、山梨県側の

ほうからの調査で、どのぐらい水が必要になるかということが分かりますので、その２

つを比べながら対応していくと。特に冬は使える水が少ない時期でございますので、こ

のあたりに大量に水が出るような工事はなるべく避けていくというようなことをリスク
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対応としては考えてまいります。

事柄が別というのは、すみません。説明が悪いかもしれませんけれども、そのとおり

認識をしております。

○平木副知事 よろしいですか。

○渡邉理事 すみません。

○森下部会長 渡邉理事、どうぞ。

○渡邉理事 私も、今お２人の話を聞いていて、こんがらがってしまったので整理をさせ

てもらいたいんですけれども、塩坂委員が危惧しているのは、県境の断層帯の水のこと

ではなくて、西俣付近の断層から出る水のこと。そこに３本のトンネルが掘られるので、

そこから水が抜けてしまうのではないかと。その結果、西俣川の水が減って、最終的に

田代ダムのところの流量が減るのではないかという懸念がありますと。

ＪＲ東海さんの資料を見ますと、そこのところは「静岡工区掘削時」ということで、

まずは高速長尺先進ボーリング等を行なって、その部分のトンネル湧水や河川流量の評

価をもう一度行ないますと。それから、さらには西俣川へ流入する沢の流量調査を実施

して、トンネルを掘ったときの影響も把握しますと。そういったことで、結果としてト

ンネルが及ぼす西俣川への流量の減少等については評価をした上で、その後、県境付近

の掘削等のスケジュール等を含めて検討していくというご説明をされたということでよ

ろしいでしょうか。

先生も、そういうご理解でよろしいですか。

○塩坂委員 はい。

○渡邉理事 今議論として、県境付近の断層付近のスケジュールどうのこうのと。基本的

には、そこのところで出る水のところの調整をしますと。

ところが、抜ける水については先ほど言ったような調査をして、それを踏まえた上で、

全体の工期についてもう一度見直しをするということと理解しますが、それでよろしい

ですか。

○ＪＲ東海（永長） そうでございます。私の説明の中で一旦再評価をするというところ

が抜けていたので、再評価をした上で、そういう時期をずらすですとか、必要な対応を

取っていくということですので、そういう意味で、今渡邉理事からお話がありました認

識と差は全くございません。

○森下部会長 はい、塩坂委員。
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○塩坂委員 今渡邉理事が整理してくれたので、お互いの問題点はよく分かったと思うん

ですけれども、前回私がお話ししたように、西俣川に合流している支川の沢がたくさん

ありますね。特に南側の沢が流域面積が広いので大量に出てくるんですね。それはほと

んど湧水で成り立っていますので、それを前回は必ず流量を量っていただくというお約

束をしていただいたので、それは量っていただくと。

その結果、幅があると思うんですよ、実際やってみると。ものすごく減っちゃう場合

と、ほとんど影響がない場合があるので。影響がないときはいいんだけれども、影響が

出たときにはどうするんですかということですよ。代替案をお持ちですかという。

だから、先ほどの対策は、薬液注入するとかいろんな対策はあります。対策をやった

けれども、やっぱり相当水が処理できないと。そもそもそれができなければ、静岡県側

から山梨県側に掘っていけないんですよね。だから、そういうケースの場合はどういう

ふうにお考えなのかということ。それがフローに入っていないと、このフローは終結し

ないんですよね。「『NO』の場合はどうするんだ」と。「『NO』だったら、これこれこ

のようなフローチャートが描けます」というんだったら分かるけど、この状態だと「NO」

がないんですよ。

○ＪＲ東海（永長） 今ご意見いただいた中身に関しては、やはりトンネルについては幾

つかございますけれども、それぞれ時期が少しずれる形で掘ってまいります。ですので、

当然最初のトンネルを掘ったときに生かせる成果については、例えば薬液注入をやるの

でしたらその中身に反映したりということで、その内容を入れて、少しでも減らすよう

に――一遍に全部やるわけじゃないので、一つ一つやっていった成果を反映していきま

す。

ただ、それでも、どうしても結果として川の水の量が減ってしまったということであ

れば、それはそれに合わせた形で、今度は取水抑制をするタイミングのスケジュールの

ほうで合わせていくということをやってまいります。

もちろん委員おっしゃるように、最初に現状把握することが大事ですので、沢のほう

の測定については、前に一度下見には行きましたけれども、また測定場所をきっちり決

めまして、しっかりとそこは見ていきたいと考えております。

○森下部会長 そうしますと、分かりにくいですけれども、塩坂委員の懸念するようなこ

とが起こらないようにしていくということなんですね。

○ＪＲ東海（永長） そうですね。いただいたご意見は、こちらの資料の15ページから16
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ページに関する――ご意見としては確かに大事なご意見だということで受け止めまし

て、ここに書かせていただいたとおり対応してまいります。

○森下部会長 そうすると、この青い部分がもう少し前のところにあって、今言われたよ

うなことも少し書き込まれていたらいいということになりますか。それともそうではな

いですか、塩坂委員。

○塩坂委員 考え方はそれでいいんですけれども、結局１ページの図１の右側のこの青い

部分が、フローといったら、当然やっていった結果、そこである判断があって、それが

「YES」か「NO」かになるじゃないですか。「YES」であれば問題ないんですが、「NO」

の場合はどうするんですかということを事前に考えておかなきゃいけないんじゃないの

かと言いたいんです。

だから、先ほどの薬液注入するとかしないとか、それは水を止める手段なんだけど、

その結果止まらなかったとしたら「NO」になりますよね。「NO」になったらどうするか

というと、今のお話だと、工期を延ばすだとか渇水期を避けるだとか、いろいろ方法は

幾つかあると思うんですよ。そういう方向に行かないと。それが示されていないものだ

から、それをぜひ示しておく必要があると思いますけど。

○森下部会長 いかがですか。

○ＪＲ東海（永長） こちらは、そのフローの中で申し上げますと、この左側の「先進坑

掘削スケジュールの調整」というところに持ってきております。

○塩坂委員 何ページのどこですか。

○ＪＲ東海（永長） フローでいきますと、９ページの上のほうの段の「静岡工区掘削時」

というところから２か所出てまいりますけれども、それが直角に曲がって左側のところ

に入りまして、「先進坑掘削スケジュールの調整」というところに入れております。こ

れがだから、結局いろいろやったとしても、水量がどうしても冬の時期なんかに減って

しまったときに、スケジュールの調整という形で考えて対応を取るということでござい

ます。

○塩坂委員 また混乱しちゃうんですけど、この今の９ページの図６のところは右側が静

岡工区ですよね。

○ＪＲ東海（永長） はい。

○塩坂委員 左側が山梨工区ですね。

○ＪＲ東海（永長） はい。
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○塩坂委員 じゃ、なぜ静岡工区から山梨工区に矢印が行くんですか。これが分からない

んですよ。この図でいったら、静岡工区で何か発生したら、山梨工区のほうの一番下の

「先進坑掘削スケジュールの調整」の中に入れるというんですけど、これは山梨側の先

進坑でしょう。

○ＪＲ東海（永長） そういう意味では、もしかしたらフローチャートの中に、静岡工区

の掘削のときに西俣川の水が減ったかどうかということを、まずここで検証する必要が

あるかと思います。水が減った場合には、今度はそれを田代ダム案に生かさなければい

けないので、もし減った場合には左に行くというようなフローにしないといけないと。

今、いわゆる西俣川が減少したかどうかをちゃんと見極めるというところのステップが

ここに入っていませんので、そこを記入するような形で考えたいと思います。

○塩坂委員 いや、私が質問しているのは、あなたが静岡県側から――図の矢印があります

よね。

○ＪＲ東海（永長） はい。

○塩坂委員 この矢印はないんじゃないですか。これは工区が違うんだもん。静岡工区の

ものが山梨工区のほうに矢印が行っているんでしょう？これは独立したものじゃないん

ですか。工区が違うんだから。

○平木副知事 よろしいですか。

○渡邉理事 すみません。静岡工区の掘削により、この西俣への影響があって、そのときに

水がたくさん出てしまって田代ダムが足らないとすると。そうすると、こちらのほうの

山梨工区の先進坑のスケジュールを調整して、出る水のほうを調整するという意味で書

かれているというふうに理解をしているところです。

○ＪＲ東海（永長） そのとおりです。

○渡邉理事 ですから、もともとの田代ダム案で入ってくる水が、例えばこちらで仮に少

ないということがあれば、山梨工区のところで出る水に影響が出ないようなときにそれ

を調整するということをおっしゃっているということであるので、関係なくはないとい

うふうに思いますけれども。

○ＪＲ東海（永長） 今おっしゃられた認識のとおりでございます。

○塩坂委員 分からない。

○平木副知事 平木でございます。

塩坂先生がご懸念するリスクを理解されているということでよろしいですよね。そう
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いったリスクが発現しないように調査もするし、そのリスクが若干でも現われるような

兆候があれば、スケジュールであるとか工法等について、調整をするということでいい

ですよね。

○ＪＲ東海（永長） 副知事のおっしゃられた流れで考えているところでございます。

○平木副知事 ただ、そのフローチャートの中身が、今、塩坂先生がご懸念されていること

に対して対応するとＪＲ側はおっしゃっているわけですが、それがフローチャートにお

いて分かりやすくなっていないと思います。

なので、会議時間は３時間程度あり、休憩時間があると思いますので、もう一度塩坂

先生に問題点について伺っていただいて、先生には大変申し訳ございませんが、堂々巡

りになっても仕方がないため、一旦時間を置いて、これは部会長に大変恐縮ですが、再

度ご報告の時間を取っていただいたほうが多分生産的ではないかと思いますが、いかが

でしょう。

○森下部会長 そうしますと、この議題１については一旦ペンディングにするということ

ですか。

○平木副知事 はい。

○森下部会長 はい、分かりました。

○平木副知事 申し訳ございません。

○森下部会長 じゃ、そのようにしたいと思います。

それでは、次に議題２、「具体的なモニタリング計画」について、事務局から説明を

お願いします。

○春田技監 事務局説明資料の６ページをごらんください。

対話項目３（１）「具体的なモニタリング計画」に関し、「実施箇所」「監視体制」

「理解しやすいデータ公表の手法」についてです。

本年３月の専門部会において、ＪＲ東海から具体的なモニタリング計画が示されまし

たが、それに対し、「実施箇所が適切かどうか、代表性があるかということもしっかり

説明していただきたい」「監視体制は環境保全連絡会議を基本とした仕組みを考えてい

ただきたい」「モニタリング結果の公表は、県民が不安にならないように、判断内容、

考察も含めた理解しやすいデータ公表の手法を検討していただきたい」との意見があり、

引き続き対話を行なうこととしております。

本日は、ＪＲ東海が、具体的なモニタリング計画における実施箇所と理解しやすいデ
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ータ公表の手法について検討しましたので、その内容を確認するための対話を行ないま

す。また県から、ＪＲ東海の環境保全措置の監視体制についての考えを示します。

事務局からは以上です。

○森下部会長 はい、ありがとうございます。

この議題２の「具体的なモニタリング計画」につきましては、３つの論点があります

ので、１つずつ確認してまいります。

それでは、１点目の「実施箇所」について、ＪＲ東海から説明をお願いいたします。

○ＪＲ東海（武田） ＪＲ東海でございます。

まず資料のほうですが、右肩に「資料２－１」と記載しておりますＡ３の概要版のほ

うを用いてご説明させていただきます。

先ほど事務局のほうからご説明いただいたように、前回の専門部会において、観測地

点の代表性の考え方について示すようご意見がありましたので、今回検討した内容をお

示しいたします。

図１に、上流の河川流量の観測地点をお示しします。これらの地点における代表性の

考え方を整理いたしました。

大井川上流域の表流水について、まず支流の３つの沢、蛇抜沢、悪沢、スリバチ沢を

対象に、連続的に流量のほかECや水温を観測し、３つの沢の大井川上流域における代表

性や降雨における突発的な流出現象の分析から、地下水成分を分離して把握する体制を

構築していきます。

また、３つの沢は西俣川や大井川に合流しますが、特に西俣川では合流する沢の数が

多く、沢の合流部では地下水が上向きに流出して、表流水に占める地下水流出成分が多

くなることを想定しております。

河02の西俣においては、連続的に河川流量やEC、水温を観測し、季節ごと、あるいは

降水時の地下水流出成分を時間単位で詳細に評価し、トンネル掘削に伴う影響の把握に

役立てる体制を構築しております。

さらに、西俣川と大井川と合流した後の工事実施箇所である千石や椹島では、より次

数の高い河川となるため、表流水に占める地下水流出成分が大きくなると見込まれてい

ます。モニタリング地点の河08の千石、河川10の椹島で、連続的に河川流量やEC、水温

を観測し、地域ごとの地下水流出特性を見極めて、トンネル掘削に伴う影響が及ぶ範囲

の把握を進めてまいります。
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このように、支流から本流にかけて表流水の観測を行ない、周辺で観測する降水量に

応じて流量が変化する状況について、流出過程も考慮に入れた形で適切に把握できるよ

うなことから、大井川上流域でのトンネル掘削に伴う河川流量への影響を把握する上で、

観測地点は代表性があるものと考えております。

なお、河川流量につきましては、そのほか実際に水資源が利用されている箇所付近、

河03の東俣第一測水所、河05の田代ダム、河09の木賊（とくさ）測水所においても常時

計測を実施しております。

続きまして、下流域の地下水位に関する代表性の考え方です。

同じ資料２－１の右側をごらんください。

大井川扇状地における帯水層は、既往文献より、下流域の上流部の不圧地下水、下流

部の粘土層上部の不圧地下水、下流部の粘土層下部の被圧地下水の大きく３つに区分さ

れております。

図２のとおり、静岡県等の観測用の井戸について、これらの３つの区分に整理すると、

表１のとおりになります。こちらをごらんいただくと、同じ区分の中で３点以上の測定

点が存在し、区分内の差異、例えば井戸３と井戸６の比較などを含めて状況を適切に把

握することができることから、大井川下流域の地下水の影響を把握する上で観測地点は

代表性があるものと考えております。

資料２－１の中で、代表性に関するご説明は以上になります。

○森下部会長 はい、ありがとうございました。

ただいまの説明について、ご質問やご意見をお願いします。

丸井委員、どうぞ。

○丸井委員 ありがとうございます。私の資料も使ってもよろしいんですかね。もう配ら

れてるんですか。

○渡邉理事 どうぞ、先生の資料をお使いください。

○丸井委員 ありがとうございます。資料の番号を教えてくださいますか。

○森下部会長 番号はないですね。右上に「丸井委員説明資料」と書かれたＡ４縦長の資

料です。

○丸井委員 ありがとうございました。

私が持ってきた資料で大変恐縮ですけれども、Ａ４の「丸井委員説明資料」と書かれ

たところで、上半分が英語で下半分が日本語の資料がまずございます。実をいうと、こ
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れはタンクモデルという河川流出の計算の考え方なんですけど、日本語でいうと、国際

的なことに合わせて一応訳はつくってあるんですが、国際標準の言葉と日本語の標準の

言葉が若干ずれていたりするものですから、念のために両方書いておいたというだけの

ことです。

資料をめくっていただいて、２ページ目のところに計算の式が書いてありますが、細

かいところは飛ばして、下のページ番号でいうと４ページ目をごらんいただきたいんで

すけれども、これが蛇抜沢というところに関しまして、タンクモデルを使って流出の計

算をしてみたと。青い棒グラフが流出の計算値でございまして、オレンジ色の線が実測

値でございます。青い線のほうが若干実測値より少なく出ていると評価しているという

ところで、ぴったりと流出を表わしているものではございませんけれども、このタンク

モデルを使うことによって大まかな傾向が見られるということが分かっておりました。

実際、蛇抜沢とか悪沢とかスリバチ沢を計算してみますと、蛇抜沢が、標準的には大

体降った雨の７割から８割ぐらいが水として出ていると。悪沢に関しては降った雨を超

えているというところがあって、降った雨そのものによって１次河川の水が維持されて

いるということが分かっております。

ところが、次の５ページ目と６ページ目を一緒に見ていただけるとありがたいんです

けれども、特に今回問題にしている西俣とか椹島というところが、上流部は大井川本川

になるところでございますけれども、西俣なんかは４次河川、それから椹島は６次の河

川といいまして、次数がどんどん増えて、要は１次河川がどんどん合流して、いっぱい

支流が集まって大きな川をつくっているというところなんですけれども、６ページ目に

なりますが、下にモデル図を描いておりますけれども、河川がより高次の太い河川にな

ってまいりますと、そこに合流するちっちゃい河川というのは、地下水が表層付近を流

れているものですから、大きな河川に合流したところで支流の地下水量がどんどん上向

きになっていきまして、本川の河川がより地下水の影響をいっぱい受けるということに

なります。

この証明というか、次のページあたりを見ていただけるとありがたいんですけれども、

例えば８ページぐらい。これは蛇抜沢のタンクモデルによる河川の流出で、突発的な沢

のところが、観測値のほうが小さくて計算値のほうが高いという、突発河川を過大評価

しているところがありますが、基本的には、流出についてはほぼ同様にシミュレーショ

ンできております。
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ところが、例えば10ページとか11ページあたりになりますと、俗に「テイル」といわ

れる、雨が降ってきてどんと地下水量が増えて、河川水量もどんと増えた後になだらか

に落ち着いていくところを「テイル」と呼んでいるんですが、その尻尾の部分が、どう

も流出が予測できないと。タンクモデルの限界があるということがお分かりいただける

かと思います。

今回静岡市がつくったGETFLOWSのモデルがここら辺をよく表現しているというこ

とがこれまで分かっておりますので、今ＪＲさんの２－１の資料で河02というところが

ありますが、蛇抜沢や悪沢のように１次河川が合流するというところはGETFLOWSでは

いかんともし難いところがございまして、それはなぜかというと、川の「側方斜面」と

呼ばれる斜面に降った雨の水の流出現象がちゃんと捉えられていないというところで、

今回タンクモデルをつくって、１次河川に関してはタンクモデルが優位であるというこ

とが分かりましたけれども、河02とか、それから河08、河10あたりに関しましては、静

岡市モデルのGETFLOWSが非常によく表わしているというところで評価できましたの

で、この領域に関してのＪＲのモニタリングポイントの選定の仕方というのは非常にリ

ーズナブルかと、ごもっともかというふうに考えております。

それから、人々が生活する下流域におきましてなんですけれども、帯水層が３つに区

分され、例えば産業ごと、あるいは生活用水をどう取るかというところで、それぞれの

帯水層から水を取っておりますので、それぞれの帯水層の中の地下水をモニタリングす

ることによって、上流域から流れてくる河川の水量の影響がどの帯水層に現われている

かということもよく分かりますし、もしできることであれば、今後の話になりますけれ

ども、上流の河川から、今のところ、この３つの帯水層はほぼ同じ影響を与えられると

いうふうに考えておりますけれども、特に気候変動なんかによって、今後何十年という

スパンで、もしかしたら変化することもあるかと思いますので、今は結構ですけれども、

それぞれの帯水層の地下水を、どんな産業、あるいはどんな方々が生活用水として使っ

ているかということも併せてモニタリングしていただけると、より完璧なモニタリング

になるかと思います。現状、スタートの時点では全く問題ないと思っておりますが、将

来的には、何ていいますか、幅を広げて考えていただければと思っております。ありが

とうございました。

○森下部会長 はい、ありがとうございました。

ただいまの説明というか、解説に対して、それから要望に対して、ＪＲ東海として何
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かございますか。

○ＪＲ東海（永長） ご意見ありがとうございます。

特に中下流域の測定なんかについては、やはり水をお使いの皆様との関係もございま

すので、前回の資料の中でも少し地点を増やしたというようなことをお話させていただ

きましたけれども、これからもそこは流域の意見を増やしながら、例えば「こういうと

ころでやるべきだ」とか、ご意見をいただいてやる部分もあるでしょうし、データを見

て必要性を判断してやる部分もあるでしょうし、そこはしっかりやっていきたいと思い

ます。

○森下部会長 はい、ありがとうございます。よろしいですか、丸井委員。

○丸井委員 ＪＲの考え方は全くそのとおりだと思います。

ただ、このリニア新幹線は、未来永劫というか、100年、200年続く鉄道かと思います

ので、それに合わせて人々の生活、気候も変わりますので、ぜひ抜けのないモニタリン

グをお願いします。

○森下部会長 このほか、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、１点目の「実施箇所」について、まとめたいと思います。

上流域、中下流域ともに観測地点が網羅的に設定されており、トンネル工事が水資源

に及ぼす影響を判断できる代表性を有し、適切であることを技術的な観点から確認でき

ました。

委員の皆様、ＪＲ東海として、いかがでしょうか。これでよろしいでしょうか。

それでは続いて、２点目の「監視体制」につきまして、県としての考えを整理してい

ただいておりますので、事務局から説明をお願いします。

○春田技監 事務局説明資料の７ページをごらんください。

「監視体制」に関する県の考え方を示します。

まず、県と国の監視体制に関する経緯です。平成26年３月、県は「環境影響評価準備

書に対する知事意見」におきまして、ＪＲ東海による環境保全措置の内容とその効果を

検証していくため新たな環境監視体制を整備することを示し、同年４月、中央新幹線環

境保全連絡会議を設置いたしました。

続いて、８ページをごらんください。

一方、国は、令和５年12月、環境保全有識者会議の報告書において、「国においては、

科学的・客観的な観点から、整理された対策が着実に実行されているか、プロジェクト
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が着実に進められているかについて、継続的に確認することを検討するべき」との提言

を受け、令和６年２月、リニア中央新幹線静岡工区モニタリング会議を設置いたしまし

た。

そして、監視体制に関する県の考え方です。

これまで、中央新幹線環境保全連絡会議において、各委員にＪＲ東海の調査結果をご

確認いただき、専門的知見に基づく議論を積み重ねていただいたことで、モニタリング

結果を科学的・工学的に監視する体制の下地が整っております。県としましては、具体

的な監視体制の構築について、中央新幹線環境保全連絡会議とリニア中央新幹線静岡工

区モニタリング会議や静岡市との関わり等をはじめ、大井川利水関係協議会等の意見を

踏まえながら、工事着手前までに調整していきたいと考えております。

事務局からは以上です。

○森下部会長 ありがとうございました。

ただいまの説明について、ご質問、ご意見ございますでしょうか。

国交省の方、どうぞ。

○国土交通省（髙瀬） オブザーバーで参加しております国土交通省の髙瀬でございます。

ただいま静岡県から説明いただきました、今後のモニタリング体制の考え方でござい

ますけれども、弊省といたしましても、ご説明のとおり、静岡工区モニタリング会議と

いう会議を立ち上げて、昨年来、ＪＲ東海、静岡県との対話の状況を確認しながら、行

く行くはＪＲ東海による対策の状況のモニタリングをしていくこととしてございますの

で、今いただいた案に対して、弊省といたしましても同意させていただきたいと思って

おります。

以上でございます。

○森下部会長 はい、ありがとうございました。

ほかは。副知事、どうぞ。

○平木副知事 静岡県側としても、今、国土交通省さんから調整していただけるというこ

とでお話を伺いましたので、流域市町の関心も非常に高いところでもありますので、そ

うした方々とも意見交換させていただきながら、実質的なといいますか、効率的な体制

というのを、国土交通省さんはじめ、皆様と構築していきたいと思います。これは工事

着手までにしっかりと協議をしてまいりたいと思います。

○森下部会長 はい、ありがとうございました。
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そうしましたら、この２点目の「監視体制」について、まとめたいと思います。

事務局から説明があったとおり、中央新幹線環境保全連絡会議では、これまでの各委

員の専門的知見に基づく議論の積み重ねにより、モニタリング結果を科学的・工学的に

監視する体制の下地が整っています。今後は、これを土台にして具体的にどのような体

制を構築するかは、県が中心になって行政の立場で工事着手前までに調整をお願いする

こととして、これを専門部会の結論としたいと思います。よろしいでしょうか。

それでは続きまして、３点目の「理解しやすいデータの公表」について、ＪＲ東海か

ら説明をお願いいたします。

○ＪＲ東海（武田） ＪＲ東海です。モニタリング結果の報告、公表につきまして、先ほ

どの代表性と同じＡ３の資料２－１のほうでご説明させていただきます。

右下をごらんください。モニタリングの報告、公表に当たっては、どの場所で何が起

きているかという具体的な情報が地域の皆様に分かるように伝えるよう工夫してまいり

ます。今回検討した報告、公表する資料のイメージを、別冊１と別冊２にお示ししてお

ります。資料の数が多くて恐縮ですが、またＡ４サイズのほうで別冊１と別冊２、似た

ような資料をご確認ください。

先に別冊１のほうからご説明いたします。別冊１が、週１回を基本として報告、公表

する資料になります。

初めに、１ページになりますが、調査項目、地点をまとめた一覧をお示しし、表の右

側に「特記事項」欄を設けております。下の注釈に記載しておりますが、「特記事項」欄

には、これまでと特に異なった傾向が見られた場合には考察を記載することを考えてお

ります。

週１回のご報告では、トンネル湧水の水量や水質のほか、主要な地点の河川流量、水

質、地下水位の観測結果を報告、公表することを考えております。

２ページ目以降には、各調査項目別に、地点の平面図のほか、実際に取得したデータ

を記載しております。

続きまして、別冊２になります。

別冊２は月１回の報告結果となります。週１回と同様に、調査項目、地点数をまとめ

た一覧をつけることとし、表の右側に「結果」欄を設けて、各項目別にデータの異常の

有無を記載いたします。また、表の下の部分には全体の評価や考察等を記載することを

考えております。
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月１回の報告では、トンネル湧水の水量や水質のほか、月１回観測する河川流量、水

質、地下水位などの観測結果を報告、公表することを考えております。

２ページ目以降には、先ほどと同様、各調査項目別に、地点の平面図のほか、実際に

取得したデータを記載しております。特にこちらでは、常時観測地点では過去の変動が

分かるような折れ線グラフを示して、グラフの下部に変化があった場合の原因や対応方

を記載することとしております。

本日お示しした資料は、まだ工事も進んでいないこともございましてイメージにはな

りますが、今後地域の方々のご意見を踏まえて、よりいいものに更新していこうと考え

ております。

資料２－１のご説明は以上になります。

○森下部会長 はい、ありがとうございました。

ただいまの説明について、ご質問、ご意見をお願いいたします。

大石委員、どうぞ。

○大石委員 大石です。本件については、私が要望しましたことに対応していただきまし

て、ありがとうございました。

まず、別冊１の資料の下側の特記事項のところ。それから別冊２の「結果」に「異常

なし」と書かれていること。それから全体の評価、考察。ここを重視していただいて、

週ごとには何かあれば。月ごとには、何もなくても、何もないことが確認できることや、

それについての考察を記載していただけるということで、ここを大事にしていただけれ

ばと思います。

また、別冊２の９ページぐらいから、水質に関する詳細な資料を日付ごとに公表する

というイメージを記載していただいています。このようなことをしていただくと、学校

教育などにおいての学習の参考になるというか、教材になっていくかなと思いますので、

ぜひ進めていただければと思うところです。

私からは以上です。

○森下部会長 はい、ありがとうございました。

ＪＲ東海のほうから何かありますか。

○ＪＲ東海（永長） 着実に実施してまいりたいと思います。

○森下部会長 ほかに。丸井委員、どうぞ。

○丸井委員 ありがとうございます。
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ただいまの大石先生のご発言にあった「教育にも使える」というのは非常に感銘を受

けましたので、そのとおりだなと思っています。

私としては、この別冊１と２を拝見いたしまして、まず「特記事項」のところに、変

化があった場合にはそのことを書くという話をされておりましたけど、もちろんそれは

そうなんですけれども、例えば今のように、梅雨入りをしたとか、あるいは台風が来た

というときに、状況が変わったら、変化があってもなくてもそのことを説明するという

ことは大事かと思いますので、変化があったからこそ何か書くというだけではないとこ

ろもお気遣いいただければと思います。それが県民の皆さんの安心や安全につながるか

と思いますので、なるべく皆さんが分かりやすい言葉で平易な内容を書いていただくと

いうことが大事かと思います。

特に、別冊２で評価や考察というところがあるんですけれども、私たち委員も、いろ

いろ今までＪＲのほうから、「今月の工事はどうだった」「今週の工事はどうだった」

という資料をいただいていますが、私たちはそれなりに専門家ですから、何となく数値

を見ただけで内容は理解できるんですけれども、県民の皆様に対しては、もう丁寧に、

内容を分かりやすく、平易な言葉で、しかもタイムリーに発していただくということに

注力していただけるとありがたいと思います。それが県民の皆様の安心につながると思

いますので、啓蒙的な文書も含めて丁寧に書いていただけるようお願いいたします。

○森下部会長 はい、ありがとうございました。何かございますか。

○ＪＲ東海（永長） そうですね。このあたり、実際に最初に「こういうふうにやる」と

いうことを決めて、それをずっと続けるというものでもございませんで、「こういうこ

とを追加していったら分かりやすい」ですとか、そうしたことをやりながら、ご意見を

伺いながらまた整理して進めていければと考えております。

○森下部会長 はい、ありがとうございました。

それでは、３点目の「理解しやすいデータ公表の手法」について、まとめます。

「理解しやすいデータ公表の手法」については、今回示された項目、様式により対応

すれば、県民に分かりやすく安全・安心を伝えることができると考えられ、現時点にお

ける手法として了解いたします。

今後の状況の変化に伴い、手法の変更や項目の追加等が必要になった場合には適宜対

応していただき、引き続き理解しやすいデータの公表に努めていただくようお願いいた

します。委員の皆様、ＪＲ東海の皆様、よろしいでしょうか。
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ただいまご確認いただいた３点を踏まえまして、議題２、「具体的なモニタリング計

画」についてまとめます。

対話項目３の（１）の「具体的なモニタリング計画」における、「実施箇所」「監視体

制」「理解しやすいデータ公表の手法」の３つの項目について、県専門部会として了解

とし、この対話項目を完了といたします。

委員の皆様、ＪＲの皆様、よろしいでしょうか。

それでは、次に議題３なんですけれども、一旦ここで休憩を取りたいと思います。何

時までにしましょうか。

○望月課長 45分まででお願いします。

○森下部会長 それでは、２時45分に再開ということで、よろしくお願いいたします。

午後２時35分休憩

午後２時46分再開

○森下部会長 それでは議事を再開したいと思います。

先ほどペンディングにしていた議題１なんですけれども、これについて、ＪＲ東海の

ほうから、補足説明という形で説明をいただきたいと思います。

○ＪＲ東海（永長） 補足を説明いたします。先ほどの概要版の図１の管理フローをごら

んいただきたいと思います。

こちらの資料で、フローチャートの右上の部分なんですけれども、今調整をいたしま

して、まず「静岡工区掘削時」と書いているのが、これは時間的には、左側のオレンジ

の部分よりも大分前の話になります。静岡工区でいろいろトンネルを掘った上で初めて

左側の山梨工区の工事を始める段階になりますので、まず時間的に、その部分が、今こ

のままだと並列にして描いていますので、ずれが分かるようにいたします。

２つ目としては、この静岡工区の掘削のときに、当然ですけれども、このときに出て

くる水の量を減らすための対策をいたします。まず薬液注入をやったりということもそ

うなんですけれども、場合によっては、ボーリングの結果を見て、いわゆる斜坑ですと

か工事用のトンネルなんかは、線形は必ずしも真っすぐじゃなくてもいいということも

ありますので、その辺は線形の変更なんかも検討いたします。そうしたことによって、

まず低減に努めていくということを、この中に入れます。

ただ、その中で、最後、それでもどうしても西俣川の水が減ってしまった場合には、
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この左側のほうに行く形になるんですけれども、これも「先進坑掘削のスケジュール調

整」と書いてございますけれども、まず掘削を一時的に止めた上で、いわゆる水が少な

い時期は避けた上で再開するというようなことになりますので、このあたりも、その辺

の中身がもう少し分かるように書きたいと思います。

以上３点、このフローを変更するということで、ご提案させていただければと思いま

す。

○森下部会長 最後に言われたことは、要するに、田代ダム案が有効になるような形にな

るまで一時停止というのは、そうなるまで一時中止するということでよろしいんでしょ

うか。

○ＪＲ東海（永長） そうですね。現実に運用ができるようになるまでということで。

○森下部会長 はい、分かりました。塩坂委員、いかがでしょうか。

○塩坂委員 今のご説明で、確かに私も言ったように、右側の静岡工区のブルーのは前に

来なきゃいけないんですね。これは、お互い同じような解釈でありました。

ただし、ここで、水が減少しただとかという判断がどこかで必要なんですね。普通は

フローチャートだと「YES」か「NO」になるんだけれども、「NO」の場合は判断があっ

て、そこから「YES」か「NO」かに行くので、「『NO』に行ったときにはどのような対

応策を考えるんだ」ということをフローチャートに載せておかないといけないなと。

だから、一番重要なことは、これが時系列的に、まず静岡工区があって、今の山梨工

区のところとの調整になって下のフローに行くというふうにしないと問題が発生するな

と思いますので、よろしくお願いいたします。

○森下部会長 そのように修正することで了解できるという形でよろしいでしょうか。

○塩坂委員 はい。

○森下部会長 はい、ありがとうございました。じゃ、そのように修正していただくとい

うことで。

○ＪＲ東海（永長） はい。修正のほうをしてまいります。

○森下部会長 ありがとうございました。

それでは、今の、変更をするという前提なんですけれども、「田代ダム取水抑制案」

について、まとめます。

「一定期間」について、取水抑制できない状態が30日間、すなわち３サイクル連続す

る場合とする運用方針が示されまして、一定のリスク管理がなされるものと技術的な観
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点から確認できました。よって、専門部会として対話項目２の（２）「田代ダム取水抑

制案」を了解し、この項目を対話完了といたします。

委員の皆様、ＪＲ東海の皆さん、よろしいでしょうか。

○塩坂委員 今の条件をちゃんと入れてください。

○森下部会長 そうですね。ですので、先ほど塩坂委員が言われた、フローチャートとし

て機能するように、田代ダム案がそのまま使えるような形でなければ、そこが回復まで

一旦停止するとか、そのフローチャートをつくっていただくということですね。よろし

いでしょうか、ＪＲ東海の皆さん。じゃ、そうしていただくということで、この項目は

対話完了としたいと思います。

すみません。変則的になってしまいましたが、次の議題３に移りたいと思います。

次に、「トンネル発生土置き場」の対話項目に移ります。議題３、「盛土の設計・モニ

タリング等」について、事務局から説明をお願いします。

○春田技監 事務局説明資料９ページをごらんください。

「盛土の設計・モニタリング等」についてです。対話項目（１）、（２）について対話

を行ないます。

対話項目の背景です。

ＪＲ東海は、令和６年９月の専門部会において、生態系全体や景観への影響を考慮し

た対策を行なうという基本認識の下、現在の計画位置を発生土置き場として、設計・モ

ニタリング等について対話を進めることを確認いたしました。

令和６年12月の専門部会では、ツバクロ発生土置き場の直下に断層があることに対し、

委員から「断層をどのように考慮するか設計前に検討すべき」との意見をいただいてお

ります。

また、本年２月の静岡市中央新幹線建設事業影響評価協議会において、ＪＲ東海は、

「ツバクロ発生土置き場の盛土が大規模地震により2.2m変位するが問題はない」と説明

しておりますが、専門部会委員から「問題ないとした根拠や説明が不十分である」と指

摘を受けております。

このため、本日は、全ての発生土置き場の設計・モニタリング等の内容を確認します。

次に、ツバクロ発生土置き場直下の断層の影響に関する検討内容や、変位量2.2mを問

題ないとする根拠を確認します。

また、盛土があることによる生態系全体や景観への影響を考慮した対策となっている
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かについて確認します。

続いて、10ページをごらんください。

参考といたしまして、これまでＪＲ東海から示されている資料をお示ししました。

左側の図は、ツバクロ発生土置き場の直下に「左横ずれ断層」と呼ばれる断層が存在

していることを示したものです。

また右側の図は、ツバクロ発生土置き場の盛土において、大規模地震時の変位量を「ニ

ューマーク法」と呼ばれる解析方法により計算したもので、活動変位量が2.2mであるこ

とを示しております。

事務局からは以上です。

○森下部会長 はい、ありがとうございました。

続いて、ＪＲ東海から説明をお願いいたします。

○ＪＲ東海（秋田） ＪＲ東海です。それでは、発生土置き場についてご説明いたします。

Ａ４でお配りしている分厚い本編資料３－２は、構成が、昨年の12月17日、第18回の

専門部会でご説明した資料に対し赤字で更新した形です。ただ、更新箇所が多いため、

これまでの項目と同様、基本的には、併せてお配りしているＡ３のカラーの両面刷りで

すね。「今回のご説明の概要」、資料３－１を用いてピックアップしてご説明いたしま

す。一部では本編もご参照いただきます。

では、まず対話項目１点目の、「土石流、地すべり、深層崩壊等の大規模な土砂移動、

濁水の流出、細かい粒子の底質への堆積等を想定し、生態系全体や景観への影響を考慮

した対策」について、ご説明いたします。

概要版の１ページをご確認ください。

前回のご説明内容とかぶる部分もございますが、改めまして、発生土置き場の排水計

画策定に当たっては、地形判読の結果を考慮し、現地で確認された谷地形（集水地形）

を目がけて配管位置を設定し、大井川沿いの周辺環境への地下水の供給を考慮した集水

範囲や放流口の位置といたしました。

図１に、ツバクロ発生土置き場での計画例をお示しいたします。ツバクロ発生土置き

場以外の発生土置き場につきましても、同様の思想にのっとり設計をしております。詳

細は本編資料をご参照ください。

また、地下排水及び沈砂池からの放流高さ等については、施工時の地形や地下水の浸

出状況を確認の上、現地で確認された谷地形を目がけて配管位置を設定し、大井川沿い
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の水たまり地形やドロノキ群落へ地下水が供給できるよう配慮するとともに、法尻構造

物や巨石の配置を工夫し、新たな生息環境の創出を促進できるよう計画してまいります。

なお、図面上の配置計画だけでは表現し切れない部分がありますので、施工時は、現

地の状況を専門家や河川管理者等にもご相談の上、進めてまいります。

また、図１でお示ししているとおり、排水設備の流末部分に沈砂池を設け、排水口の

接続箇所等に枡を設置し、排水の放流前に土砂が沈殿するような構造とし、雨天時の濁

水発生を防止いたします。

景観への影響低減及び生態系の創出として、盛土法面は、整地時に剥いだ表土を植生

基盤として使用し、施工の段階から順次、在来種の種子から育苗した苗木を植樹いたし

ます。

盛土施工段階に応じた緑化のイメージを図２にお示しいたします。緑化計画や管理の

詳細は、本編資料118ページ以降をご参照ください。ここでは説明を割愛いたします。

続きまして、同じ概要版の２ページをごらんください。

景観に関する評価として、過去に環境影響評価書でお示しした予測内容を再掲いたし

ます。各発生土置き場について、周辺の主な眺望点からの景観の変化をフォトモンター

ジュ法により確認いたしました。図３に、ツバクロ発生土置き場における景観変化の確

認結果をお示しいたします。このほか、詳細については本編資料195ページ以降をご確認

ください。

続いて、対話項目２点目の「全ての発生土置き場についての詳細な計画（立地、設計、

モニタリング等）」について、ご説明いたします。概要資料２ページの中段をご確認く

ださい。

現在、静岡工区全体で370万m3の発生土量を想定しております。これは、大井川上流域

で、図４に示す、ツバクロ、イタドリ、藤島、中ノ宿２、中ノ宿３、剃石（すりいし）の

６か所の発生土置き場候補地に盛土することを計画しています。

今回、これまでお示ししている内容から、設計、維持管理について検討を深度化いた

しました。

まず、設計の概要をご説明いたします。Ａ３片面白黒刷りの別紙３のほうをごらんく

ださい。

上から２行目の「設計の基準」のところですが、これまでの調査や地質構造・水資源

専門部会での議論で確認された位置選定に関する課題を踏まえ、宅地造成及び特定盛土
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等規制法（以下、「盛土規制法」）や、各インフラの技術基準を基に設計を実施いたしま

した。

その下の行の、安定性に関する検討につきましては、必要に応じ補強を検討した上で、

常時と地震時において盛土規制法で求められる安全率を確保できることを確認しており

ます。加えて、ツバクロ発生土置き場については、一番左にあるように大規模な盛土で

あることから、非常に強い地震動に対する変形量をニューマーク法により確認し、Ｌ２

地震時の変形量が2.2mであることを確認しております。

この結果より、１つ目、残留変位と盛土斜面の長さの比が2.5％以下であること。２つ

目、変形時に河川への土砂の流出の可能性は低いこと。３つ目、地震時には点検を実施

し、必要に応じ復旧可能であることを確認しております。

これらの内容は、静岡市中央新幹線建設事業影響評価協議会（以下、「市協議会」）で

の議論も踏まえ、詳細を本編資料の76ページ以降に記載していますが、説明は割愛いた

します。

別紙３に記載の④から⑥の内容についてご説明いたします。概要版のほうにお戻りく

ださい。

２ページの最後のほうですが、ツバクロ発生土置き場の地震時の検討について、地質

構造・水資源専門部会委員からいただいた意見を基に「せん断応力に基づく地震時の評

価」を実施し、大破壊には至らない可能性が高いこと。また、「断層の位置、物性値を考

慮した感度分析」を実施し、実施している検討の結果への影響はほとんどないことを確

認いたしました。

これらの結果により、設計は妥当であり、盛土の管理上問題ないと考えております。

今後、ツバクロ発生土置き場については、掘削土の物性値を確認した後、地震時の盛

土の変化状況について、再度解析を実施する予定です。内容は、本編資料の99ページ以

降に記載していますが、ここでの説明は割愛いたします。

それでは、Ａ４の本編資料のほうをごらんください。111ページをお願いいたします。

上から２番目の「・」です。排水については、静岡県中部地区の雨量から算出した100

年確率降雨強度に２割の余裕を持たせた容量の表面排水路、沈砂池、盛土内排水設備を

設置する設計を実施いたしました。これは、現場から最も近い観測所である井川での観

測最大雨量よりも大きい雨量を処理可能であることを確認しております。

また、一番下の「・」ですが、インフラの基準類を参考に盛土内部の排水設備も検討
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しています。先ほども述べたとおり、排水の放流位置や構造については、生物多様性の

観点から配慮を行なっておりますが、引き続き、新たな生育環境の創出に資するよう専

門家等と検討することを考えております。

続いて、113ページをごらんください。

一番下の「・」です。大雨等による河川増水の検討として、国の大井川水系河川整備

基本方針にのっとり、各発生土置き場にて100年確率の雨量が大井川で流れた際の水位の

高さを確認いたしました。確認の結果、盛土が浸食されるおそれのある発生土置き場に

は、水位にさらに１mの余裕を見込んだ高さまで法尻構造物を設置する設計としていま

す。法尻構造物は、次のページの図97のようなものになります。

続いて、施工についてです。115ページの最後から116ページの最初にかけてですが、

盛土の施工に先立ち、地盤の処理・整地が完了した盛土施工範囲において試験施工を行

ない、施工機械の選定と組合せ、適正含水比の範囲等、施工方法の詳細を確認いたしま

す。

上から２番目の「・」ですが、試験施工により沈下が収束して沈下増加量がほぼゼロ

となる転圧回数、仕上がり厚さ等の施工方法を確認の上で盛土を施工します。加えて、

ツバクロ発生土置き場においては施工範囲が広範囲となることから、下の図で示す締固

め度の自動計測システムなどの ICT技術の導入を検討してまいります。

また概要版のほうにお戻りください。

３ページの上のほうです。中ノ宿２、中ノ宿３、剃石発生土置き場は、静岡県立自然

公園条例第19条における特別地域に該当しています。特に環境への配慮を検討し、条例

申請に伴う詳細な内容は地権者や許可権者である静岡市等と引き続き調整してまいりま

す。

その下の「・」ですが、剃石発生土置き場については、トンネル湧水に含まれる細粒

分（建設汚泥）を凝集し安定処理させた土（以下、「改良土」）を運搬し、盛土すること

で、建設汚泥をできるだけ再利用することを考えております。詳細は所管する静岡市と

協議を進め、また剃石地区の利活用方針については、随時地権者の皆様と情報共有を図

っております。

それでは最後に、発生土置き場のモニタリングについてご説明いたします。番号飛ん

で恐縮なんですが、Ａ３片面刷り、別紙６でお配りしております「モニタリングまとめ」

と記載の資料をごらんください。
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まず、盛土全体についてです。

上のほうに示すように、工事中は、日常点検として、現地に常駐する工事管理者等が

施工管理を行ない、盛土や排水設備等の状況を確認するとともに、緊急点検として、震

度４以上の地震や時雨量30mm以上の豪雨等が発生した場合には、気象情報、地震情報を

収集の上で、盛土や排水設備等の状況を速やかに確認します。また、定期点検を年２回

実施しますが、これは盛土規制法に基づくものです。

ツバクロ発生土置き場については、規模が大きいことから、一番左側の列に示すよう

に、地下水位計や間隙水圧計、変位量計による確認を行なうほか、対岸斜面や周辺の変

化状況を随時写真やドローン等により確認してまいります。

工事完了後は、下のほうに示しております、年１回自主的に行なう定期点検のほか、

大雨や地震時といった緊急時には点検を適宜実施いたします。個別の場所について委員

からご意見をいただいた内容につきましては、本編に記載を反映しておりますが、説明

は割愛させていただきます。

なお、点検の結果、崩壊を確認した際には、速やかに静岡県、静岡市等に報告し、復

旧を行ないます。

続いて、排水について。

工事前に、各発生土置き場からの排水放流箇所の下流地点で、SS、pH、電気伝導度、

自然由来の重金属等、流量を測定いたします。

工事中は、静岡県盛土環境条例に基づき、半年に一度水質点検を実施いたします。加

えて、自主的な取組として、作業実施日に沈砂池からの放流水の濁度が、千石、椹島の

工事ヤード付近で常時計測している河川の濁度以下であることを確認し、月に１回、発

生土置き場からの放流口及び放流箇所の上下流地点で、pH、電気伝導度、自然由来の重

金属等、流量を測定いたします。測定の結果、pHが管理値を超えた場合や、河川濁度が

低下したにもかかわらず沈砂池からの放流水濁度が低下しない場合には、まず河川への

放流を止めて沈砂池にて貯留するとともに、沈砂池の濁りを改善させるための対策や中

和処理等を実施いたします。

将来の測定頻度や期間については、排水の変化状況等を基に検討してまいります。

動植物については、工事前及び工事中に、それぞれ年３回、各発生土置き場からの排

水放流箇所の下流地点で水生生物詳細調査を実施いたします。なお、将来の測定頻度や

期間については、排水の状況等を基に検討してまいります。
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ＪＲからの説明は以上でございます。

○森下部会長 はい、ありがとうございました。

説明内容が盛りだくさんですので、「設計」「生態系や景観への配慮」「モニタリン

グ」の３つに分けて議論したいと思います。

最初に、各発生土置き場の設計と、ツバクロ発生土置き場の断層と変位量の課題に関

して、ご質問やご意見がございましたら発言をお願いしたいと思います。

中澤委員、どうぞ。

○中澤委員 中澤です。たくさんの説明というか、詳細なご説明、どうもありがとうござ

いました。

私からは、まず設計についてですけれども、施設の設計とか工事開始から完了におけ

るモニタリングなど、関係法令とかの基準というのは幾つか輻輳しているところもある

と思うんですけれども、従っているんじゃないかなというふうに感じております。

あと、排水施設の能力というのは、先ほどご説明にもありましたように、観測記録と

比較しても、それを上回るような能力で設計されているといったことで、安全側と判断

できるのではないかというふうに思っております。

あと、大きいところでいうと、ツバクロの盛土ですよね。安定計算のところなんです

けれども、まずニューマーク法で2.2mの変位量というのが最初に出されたといったこと

で、この2.2mの値そのものを言われると、ちょっと大きいなと。ただ、盛土の規模感に

よってはあるいはそうでもないんだろうなといったことで、なかなか判断が難しい数字

だなというふうに最初は思っておりまして、実際には、これはニューマーク法なので、

要は円弧すべりの土塊の移動量ということになりますので、それと実際に地震が作用し

たときに盛土全体がどういうふうに変形していくかというのも非常に大きな課題ではな

いかといったことで、FEMも確認していただいたと。そこでは剪断ひずみというのは２

％程度といったことで、既往の研究とかをいろいろと参照されて、破壊に至っていない

といったようなご判断になったのではないかと思いますけれども、この２点の大きいご

検討のアプローチから、安全性とか、あるいは復旧性といった面で、今の段階ではなか

なか詳しい物性値とかがない中で、文献の値とかを拾ったりしながらですね、現段階の

計画としてはいっぱいいっぱいのところもありますし、いいのではないかというふうに

私のほうは考える次第でございます。

○森下部会長 はい、ありがとうございました。
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○中澤委員 あと、実際の発生土につきましては、実際に着手してから分かってくる面と

いうのが非常に大きいところだと思いますので、別途検討するというのはお聞きしてお

りますので――GEOASIAですよね。なので、実際の物性値を入れてご検討して、改めて、

何か安定性が欠けるとか変状が著しいとか、あるいは破壊に至ってしまうといったよう

な結果になる場合については、もう一度再検討が必要になってくるということを申し添

えておきたいと思います。

○森下部会長 よろしいですか。はい、ありがとうございました。

これに対して、何かございますか。

○ＪＲ東海（太田垣） ご意見ありがとうございます。

先ほど先生がおっしゃったように、今後具体的な発生土が出た段階で改めて――資料

では資料３－２の97ページにフロー図をつけております。図83でございます。

今後、工事着手した後に、実際の発生土を用いた試験盛土によって物性値をまず確認

してまいります。そこでGEOASIAによる解析も行ないますし、これまでやってきた解析

をもう一度確認をしたいと思っております。

盛土開始後におきましては、掘削の進捗に伴って当初とは異なるような岩種が出た場

合には改めて物性値を確認して、解析に当たっては、ある程度幅を持たせた、余裕を持

った物性値を想定して解析をしておいた上で、その幅を持たせた物性値の中に当てはま

ることを確認して実際施工していきたいと思います。

○中澤委員 ありがとうございます。

あと、またもう１～２点なんですけれども、この概要版の中で、盛土内の加速度分布

ですね。感度分析のところがあると思うんですけれども、これは断層を想定していろい

ろと感度分析をなさったというふうに思いますけれども、今の段階では、当たりをつけ

るという意味では非常に有効な手法であったというふうに思います。

断層の位置とか物性の変化とかをいろんなパターンで解析されたと思うんですけれど

も、外力としては、地震動が、ピーク値でいうと数パーセント、６％ぐらい差が出たと

いったことで、これが有意な数字かというと、そうでもないのかなというふうに感じて

おります。なので、この感度分析に関しては、そんなに大きく設計をやり直す必要は現

段階ではないのかなというふうに考えておりまして、今おっしゃったように、物性値と

いうのはなかなか不明確な中ですので、実際に分かってきたときにそこら辺はきちっと

検討していただければというふうに思っておりますので、現段階では、この断層の影響
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については特に問題がないというようなことで進めていいのではないかというのが私の

意見でございます。

あと、もう１点よろしいでしょうか。剃石（すりいし）改良土についてですね。これ

は剃石で使用する改良土なんですけれども、現時点では文献値を用いて計算していると

いうことであると思います。実際に改良する際というのは、きちっと物性値を確認しな

いといけないというのは当然だと思うんですけれども、現段階で想定しているものより

も良質な結果になっているかどうかというのが非常に大きなところでありますので、ぜ

ひ、並行してになるんですけれども、確認しながら慎重に進めていただければというふ

うに思います。

以上です。

○森下部会長 はい、ありがとうございました。いかがでしょうか。

○ＪＲ東海（太田垣） 先生のおっしゃるとおりでございますので、ご意見を踏まえて、

しっかり対応してまいりたいと思います。ありがとうございます。

○森下部会長 ほかに、いかがでしょうか。大石委員、どうぞ。

○大石委員 大石です。ありがとうございます。

今、中澤先生からご発言ありましたので、そこの重複は避けまして、中澤先生のご意

見に全面賛成するということにさせていただきます。

１点私から追加で申し上げたいのは、資料３－２の、締固めについて記載がある、115

ページの後半からの「施工管理」といった点で、今回、幅を持って安全側で考えておら

れるということで、調査についてはいいんですけれども、こちらの施工についても、き

ちんとここの内容に従って行なっていることが確認できる体制を維持していただきたい

ということで、よろしくお願いいたします。

以上です。

○森下部会長 いかがですか。

○ＪＲ東海（太田垣） ありがとうございます。先生のおっしゃることを踏まえて、しっ

かりと施工管理してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○森下部会長 ほかはよろしいでしょうか。

それでは、次に、設計における生態系全般や景観への配慮に関してですけれども、事

前に事務局にて生物多様性部会と生活環境部会の専門の委員からコメントをいただいて

いるということですので、事務局から説明をお願いいたします。
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○春田技監 お手元の参考資料１をごらんください。

生活環境部会の荒井歩委員より、設計における景観への配慮に関するご意見をいただ

いておりますので、事務局にて代読させていただきます。

ＪＲ東海が実施した景観に関する環境影響評価について、内容は適切であると判断す

る。

６箇所の盛土のうち、ツバクロについては、中景に介在する盛土として視認される。

しかし盛土が山並み等のスカイラインを切断していない。またのり面等の緑化植栽を行

うことで、周囲の山林に溶け込んだ景観になることが予測でき、景観上の支障はないと

判断できる。

中ノ宿３については、近景に介在する盛土として視認される。しかし盛土が山並み等

のスカイラインを切断していない。またのり面等の緑化植栽を行うことで周囲の山林に

溶け込んだ景観になることが予測でき、景観上の支障はないと判断できる。

中ノ宿２については、環境影響評価でのフォトモンタージュ法を用いた予測における

眺望点は主に展望台であり、知事意見の中で中ノ宿吊橋を眺望点と捉えてフォトモンタ

ージュ法を用いた予測を求めていることは妥当である。盛土は近景として視認されるが、

盛土の規模は高さ約20m、面積約0.8haで、緑化についてはのり面造成が完了した箇所か

ら段階的に行うことで早期に実施するとのことであり、景観上の支障はないと判断でき

る。

他の３箇所（イタドリ、藤島、剃石）については、林道や登山道から見下ろす位置に

あり、スカイラインを切断するものではないため、フォトモンタージュを実施しなくて

も問題はないと考える。

緑化については、木本の植栽だけでなく埋土種子を活用した草本植生の早期回復も図

っており、評価できる。

工事中の景観対策も重要であり、ＪＲ東海が計画するようにフェンスや仮囲いはアー

スカラーを採用していただきたい。

工事後のモニタリングについては必要だが、景観だけで実施する必要はなく、頻度は

盛土の点検と合わせればよい。自然地の景観は生態系や環境に密接に関係してくるため、

植生の生育状況に問題がなければ、景観上の問題もないと考えられる。
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との意見をいただいております。

続きまして、参考資料２をごらんください。

生物多様性部会の竹門康弘委員より、設計における生態系全般への配慮に関する意見

をいただいておりますので、事務局にて代読させていただきます。

発生土置き場からの濁水による生態系への影響に関しては、出来るだけ、濁水の発生

量や、濁りの程度を低減していく旨が示されており、現時点における計画としては妥当

と判断する。

工事をすれば濁水が発生することは避けられないが、その際に、出来るだけの環境の

保全策を講ずることと並行し、新たな環境の創出に向けた取り組みを進めることで、工

事後のより良質な環境の形成を目指すべきである。

排水の流末位置を現地の凹地やワンドに設置するとともに、法尻構造物の工事に際し

て巨石の配置などを工夫し、排水の流末位置に凹地やワンドの形成を促すことによって、

新たな生息場の創出が可能である。

現在の環境アセスメントにおいては、環境への影響が軽微だからよいだけではなく、

新たな生息環境の創出をしていく姿勢が求められる。

ＪＲ東海の資料では、そのことを基本姿勢とし、施設を造成する際には、状況に応じ

専門家などの意見を聞き、現地に合わせた生息環境創出を行っていく旨が確認できる。

計画の実施にあたっては、これらを適切に実施していただきたい。

また、発生土置き場を起因とした濁水の状況と、それによる生態系への影響のモニタ

リングについては、計画されている内容で問題ない。

モニタリングにおいては、濁水を起因とする環境影響項目だけではなく、ツバクロに

隣接するドロノキ群落の盛衰や植樹の育成状況など、周辺の環境状況の変化についても

合せて観察し、新たに創出された生息場の評価という観点から順応的な管理を行ってい

ただきたい。

とのご意見をいただいております。

事務局からは以上です。

○森下部会長 ありがとうございました。

では、ただいまのご意見も踏まえ、ご質問やご意見がございましたら発言をお願いい
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たします。

○大石委員 よろしいでしょうか。

○森下部会長 大石委員、どうぞ。

○大石委員 大石です。ありがとうございます。今の２人の部会委員からの意見も踏まえ

まして、少しコメントさせていただきます。

資料３－２の118ページ、特に119ページの「植樹樹種の選定」のところで、南アルプ

スの自然に配慮した植樹樹種を選定して、植樹計画を綿密に立てておられる点について

は、非常にご努力いただいているなと。123ページにありますように、３年にわたる植樹

計画を立てておられて、このあたりも評価するところです。

一方で、こういった落葉広葉樹などを活用した植樹というのは、いわゆる土木工事の

中ではあまり例のないところになってくるかと思います。あと、落葉広葉樹ということ

で、成長もそれなりにゆっくりになってくると思いますので、その緑化の効果が発揮さ

れるところまできちんと――それ以降も含めてモニタリングをしていっていただきたい

ということで、施工後の管理のところに、より重きを置いていただきたいというふうに

思います。

それから、話は変わって、濁水について説明があったのでコメントさせていただきま

す。

資料３－１の３ページのところで濁水について発言があったと思います。濁水につい

ては、大井川全体の流系から考えると、かなり大きな盛土とはいえ、大井川上流域全体

から考えるとそれほど大きいわけではないので、そこについてはＪＲが、盛土の影響は、

いわゆるゼロエミッション的な――炭素ではないんですけれども、発想をされてのこと

だなというふうに理解しましたので、この形で、「どうせ大雨が降ったら濁り水が流れ

るんだから」ということにならないように管理していっていただきたいと思います。

以上です。

○森下部会長 ありがとうございました。いかがでしょうか。

○ＪＲ東海（太田垣） ご意見ありがとうございます。

まず、広葉樹の緑化はなかなか試みのないというところでございますけれども、植物

の専門家の先生にもご相談しながら施工してまいりたいと思いますし、モニタリングに

ついても、木が成長していく姿を長く見ていきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。
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濁水についても、できる限り濁り水が発生しないように対処していきたいと思います

ので、よろしくお願いします。

○森下部会長 ありがとうございます。

次に、盛土に関するモニタリングについて、ご質問やご意見がございましたら発言を

お願いいたします。

丸井委員、どうぞ。

○丸井委員 今すぐにというわけじゃないんですけれども、この後でリスクコントロール

のことを話すチャンスがあるかと思うので、リスクの対策とモニタリングは非常に関係

しているので、私は後で意見を申し上げたいと思いますので、ほかの先生に先にご発言、

ご指導いただきたいと思っていますが。後で言わせてください。

○森下部会長 はい、分かりました。塩坂委員、どうぞ。

○塩坂委員 ツバクロの盛土に関しましては丁寧に解析していただいたんですけれども、

特にこの四万十の褶曲構造というのは、かなり不確実性があるものですから、打合せの

中でも経年的にモニタリングの観測をしていただくということだったので、やっぱり経

年的な変化が発生する可能性がありますので、そのモニタリングをぜひ実行していただ

きたいなと思っております。

同じように、剃石に関しましても、調べますと、当然リニアメントもありますし、そ

れから河川が直角に曲がっているということから、多分横ずれ断層と推測したんですけ

ど、ＪＲさんのボーリングデータから見ても、下流側が高くなっているというような変

位地形がありますので、同じようにそこも考えていただきたいと。

それから、解析の中で、左横ずれの場合は必ず左回りのモーメントが働くんですね。

これは、多分大量に盛土が崩壊してしまうような力は働かないけれども、そういうモー

メントが働きますので、前述したようにモニタリングを続けていただければいいんじゃ

ないかと思っております。

○森下部会長 はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。

○ＪＲ東海（太田垣） ご意見ありがとうございます。

断層であったりだとか、あと四万十帯は非常に構造が不安定だと。不確実だというこ

とでございますので、モニタリングにおいて、周辺の地形の変化も、ドローン等を用い

て定期的に確認していきたいと思います。

それから、そんなに大きな地震じゃない場合も、地震が起こった後に、同じように盛
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土がどのように――変形しないことが一番なんですけれども、変状がないかどうか。その

左回りのモーメントも踏まえた変状の特徴が出るのか。分かるかどうかあれですけれど

も、しっかりとモニタリングで確認していきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

○森下部会長 ありがとうございました。ほかに、よろしいでしょうか。

○大石委員 そうですね。今どの辺だったかなと思って。じゃ、丸井先生と同じで、リス

クのところでしゃべらせてもらいます。

○森下部会長 ああ、そうですか。ここではよろしいですか。

それでは、この「盛土の設計・モニタリング等」について、まとめます。

まず、設計については、各盛土の設計の考え方、施工管理、モニタリングの内容が示

され、各盛土の施設の設計が、関係法令や基準にのっとり十分に安全側に計画されてい

ることを技術的な観点から確認しました。

ツバクロ発生土置き場の直下の断層について、感度分析の結果から、設計に考慮する

ほどの影響はないことを確認いたしました。

また、濁度を低減する排水対策や、施工中から開始する緑化対策など、生態系や景観

へも配慮した施工、モニタリングが計画されており、環境への配慮も、専門的見地から

も適切と判断できると確認しました。

モニタリングについては、定期点検、地震・豪雨時の緊急点検が行なわれ、異常があ

った際には察知できる体制であることを確認しました。

以上から、県専門部会としては、ＪＲ東海の盛土の設計を了解いたします。ＪＲ東海

には、計画に従い確実な施工管理やモニタリングを実施していくようお願いいたします。

なお、今回含まれていない要対策土に関する設計・モニタリング等については、対話

項目（５）と併せて検討が必要ですので、今後引き続き対話を行なうものとします。

委員の皆様、ＪＲ東海、よろしいでしょうか。

次に、議題４、「リスク管理」について、事務局から説明をお願いします。

○春田技監 事務局説明資料11ページをごらんください。

「リスク管理」についてでございます。対話項目は（３）が該当いたします。

令和元年６月、県はＪＲ東海に対し、「中央新幹線建設工事における大井川水系の水

資源の確保及び水質の保全等に関する中間意見書」において、「リスクマトリクスとリ

スクマップのような可視化した管理手法を用いて、県民が工事のリスクと対策を容易に
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理解できるよう説明することが必要である」と対応を求めております。

本日は、ＪＲ東海が検討しましたリスクマトリクスとリスクマップについて、その内

容を確認するための対話を行ないます。

事務局からは以上です。

○森下部会長 ありがとうございました。

続いて、ＪＲ東海から説明をお願いします。

○ＪＲ東海（栁澤） それでは、「リスク管理手法とリスク対策（リスクマトリクス、リ

スクマップを使用）」についてご説明いたします。

Ａ３の資料３－１、概要版資料３ページの真ん中をごらんください。

発生土置き場に関わるリスクについて、整地中、盛土工事中及び盛土工事完了後の影

響について、各段階で想定されるリスク、被害及びそれらに対する対応を検討し、リス

クマトリクス、リスクマップの形式でまとめました。

Ａ４の資料３－２、180ページをごらんください。

リスクマトリクス・マップを用いた分析・評価・対策の検討の流れについてご説明い

たします。

まず、内閣官房の「行政機構図」や文部科学省の「学科系統分類表」に記載されてい

る情報などを参考に、発生土置き場に関わるステークホルダーの抽出を行ないます。ス

テークホルダーの抽出に当たっては、職業、居住・生活の場所などのほか、年代の違い

についても考慮いたします。

発生土置き場の建設をきっかけ（トリガー）として、リスク（被害）につながるどの

ような要素（インパクト・エレメント）が発生し、その結果どのようなリスク（被害）が

引き起こされるかを、事業者や行政機関などは除く各ステークホルダーごとに想定し、

リスクストーリーとしてまとめます。

そのリスクストーリーで想定した各リスクを、整地中、盛土工事中及び盛土工事完了

後の各段階ごとに区分し、そのリスクを検知・評価するためのモニタリング（監視・観

測）や、リスクの回避・低減を図るための対策（カウンター）を検討してリスクマトリ

クスに整理します。モニタリングや対策については、若年層に向けたSNSの活用など、ス

テークホルダーの属性にも配慮して検討します。

リスクマトリクスで整理した情報を、リスクの大きさ・頻度に関する情報を加えてリ

スクマップに整理します。具体的には、大きさを縦軸、頻度を横軸にした平面に各リス
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クをプロットし、対策を講じることによって大きさ・頻度がどのように変化するかを示

します。これらの対策により、マップの原点に向かうことになります。

ご説明したリスク管理の検討の流れで、現時点で検討しているリスクマトリクスを別

紙４に、リスクマップをＡ３別紙５にお示しいたします。また、これらの資料について

は、引き続き専門家のご意見を踏まえて改善を図ります。

では、Ａ３別紙４、リスクマトリクスをごらんください。

整地中、盛土工事中、盛土工事完了後の各段階ごとにリスクマトリクスを作成いたし

ました。

１ページの「整地中」のリスクマトリクスを用いてご説明いたします。

左から「事象（トリガー）」「要因（インパクト・エレメント）」「被害・障害（リス

ク）」「監視・観測（モニタリング）」「対策（カウンター）」を記載いたしました。１

例挙げさせていただくと、「事象」になるのは発生土置き場を造ることになります。

次に「要因」ですが、自然改変、工事をすることや、その中で異臭・騒音がすること。

その要因における被害は、樹木の伐採や重要種の喪失、動物の追い出しなどが挙げられ

ます。そのリスクを感知するためのモニタリングが、移植を行なった植物の生育状況の

確認、植樹した苗木の生育状況の確認、また動植物、特に希少猛禽類のモニタリングを

行ないます。また、リスクへの対策については、計画時点と工事時点で分けております

が、赤字の計画時点では、工事前の環境調査、重要種の移植を行ない、工事時点では在

来種の植樹による緑化を行ないます。

次に、Ａ３別紙５、リスクマップをごらんください。

先ほどの別紙４のリスクマトリクスで整理できたリスクのうち、危険度の大きいもの

や頻度の高いものを選定してリスクマップを作成いたしました。リスクマトリクスで説

明した、自然改変によるリスクである樹木の伐採や重要種の喪失、動物の追い出しは、

「生態系への影響」としてプロットしております。計画時点の対策と工事時点の対策を

講じることでリスクの危険度及び頻度を落とし、許容範囲内に収められる評価になりま

した。

今回ご説明したリスクマトリクス、リスクマップについては、整地中、盛土工事中及

び盛土工事完了後の各段階におけるモニタリングの結果や、段階ごとのステークホルダ

ーの変化、年数の経過によるステークホルダーの価値観の変化など、その時々の様々な

変化を踏まえて随時見直しを行ない、リスク対策の改善に反映してまいります。
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「リスク管理の手法とリスク対策」についてのご説明は以上になります。

○森下部会長 ありがとうございました。

ただいまの説明について、ご質問やご意見がありましたら発言をお願いします。

じゃ、大石委員、どうぞ。

○大石委員 大石です。ありがとうございます。

先ほどの盛土のところでも懸念になっていたんですが、今回のリスクマトリクスのと

ころでも、少し盛土の工事完了後についてコメントさせていただきたいと思います。

工事完了後のところにも、これは別紙４の３ページのところで「設備・構造物の点検

・メンテナンス」「早期復旧体制の確立」とあって、「早期復旧体制の確立」のほうが赤

字になっているのは、計画時点で実施する内容になっているんですけれども、この設備

・構造物の点検・メンテナンス項目を明確に定めて、それを赤字にしていただいて、先

ほどおっしゃっていただいたドローンによる監視や定期的な調査時の写真撮影などを、

明確にこの体制として構築いただきたいという点についてコメントさせていただきまし

た。ぜひよろしくお願いいたします。

○森下部会長 いかがでしょうか。

○ＪＲ東海（永長） ご意見ありがとうございます。

おっしゃるとおり、構造物の点検ですとかメンテナンスについても、まず「こういう

ことをやらなければいけない」という計画を先に立てて、それを実行していくと。当然

実行していく中で改善していくこともありますけれども、その一番最初に当たる部分は、

やはり計画としてきちんと上げなければいけないことですので、こちらのほうは、それ

ぞれやっぱり最初の計画を立てるというところをきちんと位置づけてお示ししていきた

いと考えております。当然お示しするだけではなくて、きちんと計画を立てるというこ

とで進めてまいりたいと思います。

○大石委員 よろしくお願いします。

○森下部会長 それでは、丸井委員、どうぞ。

○丸井委員 ありがとうございます。

「丸井委員説明資料」というリスクマップ用の資料があるんですけど、それをごらん

いただけますか。表にＡ３の縦長の紙があって、後ろにＡ４を横にした紙が４枚ついて

いるものですけれども、ごらんいただいてよろしいでしょうか。

今のＪＲの説明については、本当に丁寧に細かく分かりやすく説明していただきまし
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て、ありがとうございました。実を申しますと、私は委員として、ＪＲと内々に、先週

の段階で「このリスクコントロールについて話をしましょうね」というところで共通の

ミーティングをしておりまして、それはもちろんWebで軽くミーティングしただけなん

ですが、お互いに「リスクコントロールをどうするんだ」というところで、「まず盛土

の整地をするところ、盛土の工事をするところ、その後の管理をするところぐらいにし

っかり分けましょうね」というところだけ共通の話をしておって、「お互いに作ってい

って、リスクコントロールのマップについて答え合わせをしましょう」という委員と実

施主体との間でのミーティングをしておりました。ＪＲの説明は懇切丁寧にしていただ

いたこともございますし、私の気づかないところもいっぱい指摘していただいたので非

常によかったと思うんですが、ＪＲの気づかなかったところというのが実は私の中にも

ございますので、そこも含めて、ご説明をしたいというふうに考えております。

まず、整地をするところなんですけれども、木を切って泥をならして整地をして、そ

こに盛土をしていくという工程の中で、木を切ると、そこにすんでいた生物が周辺地域

に移動するというところがございます。そうすると、例えばなんですけれども、今回盛

土をするエリアだけでなくて、その周辺エリアにも、もともと整地したところにすんで

いた動物が移りすむことになりますので、その中での食物連鎖が崩れるというようなこ

ともありますから、そのリスクが大きいか小さいかというのは、ある程度バックグラウ

ンドをチェックしておけば、無視してもいいほどのちっちゃいリスクなのか、あるいは

考えなきゃいけないリスクなのかということが分かりますので、事前の段階でバックグ

ラウンドをしっかりチェックするということが非常に大事かと思います。もちろん無視

してもいいようなリスクもいっぱいありますけどね。細かいところは今後ＪＲと私の間

で細かく打合せをしますが。

あと２点ぐらい申し上げますと、まず１つは、盛土工事をするところなんですけれど

も、「大きな地震が起こったり、あるいは豪雨があったりすると盛土が崩れるね」とい

うところまではみんな分かるんですけれども、例えば経年変化をしていって、これから

リニア新幹線は何十年も動くわけですから、そうすると盛土の表面が、例えばマスムー

ブメントだとか、ソリフラクションとか、パイピングだとか、細かい浸食が起こる可能

性があるわけですね。それが被害を拡大させることもあるものですから、大きな地震が

起こったときとかエポックメーキングなことだけじゃなくて、日々の変化もしっかり観

測するというところも大事かと思います。
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それからもう１つ、最後に申し上げたいのは、私の資料の中で、後ろに４つの各ステ

ージごとのマップがついているんですけれども、整地のステージ、盛土をしているとき

の工事中のステージ、それから最後に完成後のステージとございまして、そのほかに一

般項目に関するステージというのがあります。例えば、先ほどの説明にもありましたよ

うに、この工事に対する風評被害。SNSを使った嫌がらせとも取れるようなところです

ね。いろんなことが考えられますけれども、そういう風評被害に対してのところという

のは、面白半分に言う人もいるわけですから、リスクとしてゼロになることはないです。

何年経っても必ず文句を言う人はいます。

そうすると、それを回避するためには、SNSを常に監視する、あるいは風評被害がどん

なものかというのを想像することと、それに対する効果的な情報発信をするということ

が大事ですよね。例えば宗教的に見て、「この人跡未踏の地に誰も手を加えない自然が

残っていることが価値があるんだ」って認める人もいるわけです。そこに盛土をしたこ

とで、もうこの土地の値段が下落するというような風評被害もございますので、そうす

ると、例えば人跡未踏の地じゃなくても、そこをしっかり守ることのよさとか、その自

然を利用すること、その水をうまく活用することなどの効果的な情報発信をＪＲがする

ことによって、例えばなんですけれども、絶対ゼロにならないようなリスクがあるとし

ても、それを回避することは可能かというふうに思っております。

それから、このリスクマップについて申し上げますと、ＪＲの作ったリスクマップと

私の作ったリスクマップを比べて見ていただけると分かると思うんですが、例えば、木

を伐採して整地をするというときに、ＪＲの作ったリスクマップは、リスクが０、原点

に近づくというところで、リスクが解消されるというマップを作っております。私が作

ったリスクマップでは、全ての矢印が０になんか行っていないです。多分、木を伐採し

て整地をするというのは、１年、２年、３年の世界ですね。そんなに長いこと時間がか

かるものじゃありませんし、その後すぐに盛土をするという次のステージが待っていま

す。

そうすると、リスクを解消して、それを確認してから次のステージへ行くなんていう

まどろっこしいことをやっていたら工事が進まないと私は勝手に――言葉が悪いところ

はおわび申し上げますけど、次のステージに早く行くためには、例えばなんですけれど

も、木を伐採した、整地をしたところで残ったリスクは、次のステージで解消すると。

例えば、盛土をしたところで残ったリスクについては完成後のステージで解消するとい
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うふうにして、最終的にはリスクが全て解消される、あるいは宗教学的なものとかSNSと

か、絶対解消できないリスクもあるというのを踏まえた上で、ＪＲが効果的な情報発信

をする、あるいは啓蒙活動に取り組むというようなトータルで考えていただけると、こ

の問題に関しては、地域の皆さんも納得していただけるし、いいと思います。

あともう１つ、余計なことを申しますと、これは先ほどの説明にもあったように、実

施主体であるＪＲと県、あるいは国もそうですけれども、除いたようなところのリスク

についてマップを作っているというお話でしたけれども、ＪＲは、工事する側として、

例えば実際の工事に当たる人の教育問題、けがの問題等々あるかと思います。ですから、

ＪＲ内部でのリスクマップもこれとは別に作っていただいて、最終的にはトータルで仕

事がうまくいくというふうにリスクコントロールをしていただけると非常にいいかなと

思いますので、ぜひお願いします。

すみません。長くなって申し訳ないですけど、最後に申し上げたいのは、このリスク

マップやリスクマトリクスというのは、いろんな人が見ることでいろんなリスクに気づ

きますから、今回のように、先週打合せをしてＪＲ側と私が委員側でお互いに見せっこ

するということが、非常に多角的にリスクを見るということで大事だと思います。

ですから、スタートアップの考え方としてはもう今日の段階で十分ですけれども、こ

れからステージが変わる。例えば、実際に伐採が始まって、そのバックグラウンドデー

タを取って盛土の工事が始まる。盛土の工事をやっている間にまたバックグラウンドデ

ータを取って、工事終了後の継続的な管理に行くというようなことを、ステップが変わ

るごとにPDCAサイクルをぐるぐる回して、リスクコントロールがどんなものかというの

をお互いに認識した上で進めていければいいと思います。本当にスタートアップとして

はこれでいいと思うんですけれども、継続的にしっかりと意見を交換しながら、将来に

向けてリスクを管理していただけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いし

ます。

○森下部会長 ありがとうございました。いかがでしょうか。

○ＪＲ東海（永長） 貴重なご意見ありがとうございます。

私どもの文書のほうにも「ご意見をいただきながら改善を図っていきたい」というふ

うに書いたんですけれども、まさにそういう改善につながるようなご意見をいただけた

のかと思います。

おっしゃられたように、私どもが事業をやる場合も、やっぱりこういうものは大事だ
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なと思っていまして、私は一応工事事務所の所長ですので、私が工事を進めていく中で、

こういうリスクに対して、こういう洗い出しをしてきちんと考えていくということは本

当に重要なことだなというふうに思いました。

そういう意味でも、またご意見をいただきながらやっていきたいと思いますし、特に

やっぱり段階が変わるところでは、そこできちんと見直しを行なっていくということも、

そのときそのときで分かったことを反映してやるということが非常に大事だと思います

ので、また引き続き取り組んでいきたいと思います。

○森下部会長 はい、ありがとうございました。

それでは、「発生土置き場のリスク管理」について、まとめます。

リスクマトリクス、リスクマップを用いて、現在想定される通常のトンネル発生土の

盛土工事に関するリスクと対応が整理、可視化されて示されました。現段階でのリスク

マトリクス、リスクマップはこれで了解といたしますけれども、先ほど丸井委員からも

非常に具体的なコメントがありまして、またそれに対して「それはそうですね」という

ことですので、スタートアップとしては了解したということで、これからさらに改訂し

ていっていただきたいというふうに思います。

なお、今回含まれていない要対策土に関するリスク管理については、対話項目（５）

と合わせて検討が必要ですので、今後引き続き対話を行なうものとします。よろしいで

しょうか。

それでは、時間が大分遅くなって恐縮ですけれども、最後の議題５、「要対策土の処

理」について、事務局から説明をお願いいたします。

○加茂課長 事務局説明資料の12ページをごらんください。

対話項目（５）「自然由来の重金属等を含む要対策土の処理」についてであります。

対話項目の背景でございますが、ＪＲ東海は、平成26年の環境影響評価書では「土壌

汚染対策法に基づく基準を超過するおそれはない」と予測・評価していました。

令和２年の第５回専門部会では、「最終的に発生する要対策土の量を把握することは

困難であるが、見立てでは10万m3以下であると考えている」と説明がありました。

令和４年の第８回専門部会では、県が盛土条例を制定したことを受け、「県盛土条例

の土砂基準に適合しない土砂は藤島発生土置き場へ運搬し、盛土を行なう。設計の基準

は二重遮水シートによる封じ込め対策が基本」と説明がありました。

令和５年８月の第15回専門部会では、オンサイト処理を含め、今後専門部会で検討す
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ることとなりました。

本日でございますが、ＪＲ東海が、要対策土――この「要対策土」とは、県盛土環境条

例の基準不適合土砂等と、条例で規制はしていない酸性土の２つがあり、その発生量予

測を行ないました。また、専門部会で提案がございましたオンサイト処理を含む処理方

法をＪＲ東海が検討しましたので、その内容を確認するための対話を行ないます。

事務局からは以上でございます。

○森下部会長 ありがとうございました。

それでは、ＪＲ東海のほうからお願いします。

○ＪＲ東海（吉田） それでは、「自然由来の重金属等を含む要対策土の処理」について、

ご説明します。

資料３－１、Ａ３両面刷りの概要版資料の３ページの下のほうをごらんください。

トンネル発生土は、地質の性質等によって、一部の発生土に自然由来重金属等含有土

及び酸性土が含まれている場合があります。自然由来の重金属等（以下、「重金属等」）

とは、自然界に含まれる元素であり、その存在自体は人間が生命を維持する上で必要で

すが、摂取量によっては人体に健康被害を及ぼすこともあります。一般的に、生体内に

取り込まれると特定の組織に蓄積しやすい性質を持っていますが、許容範囲内の摂取で

あれば体内に蓄積されることはありません。そのため、重金属等には、土壌汚染対策法

で土壌溶出量基準（以下、「基準値」）が定められています。

なお、酸性土とは、黄鉄鉱など硫化鉱物が含まれている土であり、空気と水に触れる

ことで長期にわたり酸性の水を発生させるものを指します。

次に、要対策土の量の予測についてですが、本編資料３－２ですね。Ａ４の200枚もの

の205ページをごらんください。

一番上の「・」ですが、南アルプス地域の基盤地質は、四万十層群の主に粘板岩、砂岩

及び砂岩粘板岩互層から構成され、山梨県から長野県にかけて類似の地質が継続するも

のと想定されます。

次の「・」ですが、要対策土の発生は、先ほど説明したような地質による影響が大き

いと考えられますが、南アルプストンネル静岡工区においては、土被りが非常に大きく

事前のボーリング調査が難しいため、詳細な地質を連続的に把握することは困難であり、

さらに要対策土は地質だけではなく断層等の要因にも左右されることから、要対策土量

の予測は不確実性が高いですが、要対策土の発生に備えるために、これまでに得られた
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情報を整理し、一定の前提を置いた上で、四角で囲った中に示す考え方に基づき要対策

土の量を予測しました。

まず、①として、静岡工区の各トンネルにおける想定地質縦断図を活用して、地質ご

との掘削延長を集計します。想定地質縦断図は、次のページの図155のように、地表踏査

等により作成したものを活用しています。

次に、②として、隣接工区の広河原先進坑等におけるこれまでの要対策土発生実績か

ら、要対策土発生箇所における地質と照らし合わせ、どのような地質で要対策土が発生

しやすいかの傾向を確認します。

最後に、③として、②で確認した要対策土の傾向を①の静岡工区の地質に照らし合わ

せ、静岡工区の要対策土発生量を想定します。

206ページをごらんください。

先ほどの要対策土量想定の考え方に基づき想定した結果、予測される要対策土の発生

量は表28に示すようになり、合計で約５万～約７万m3となりました。ただし、前提は一

定の仮定を置いたものであることを踏まえると、実際に発生する要対策土量は、予測し

た要対策土量と大きく異なる可能性があります。

次に、要対策土の取扱い方法についてです。207ページをごらんください。

要対策土の取扱いについては、主に盛土環境条例に基づく処理方法、その他の処理方

法が考えられ、各方法を整理すると表30のとおりとなります。表30に示すとおり、盛土

環境条例に基づく処理方法は、「生活環境保全措置を講じた盛土【ア】」と「汚染土壌処

理施設としての埋立処理施設を設置し行う埋立【イ】」の２つがあります。

【ア】は現地で盛土を行なうもので、工法については以下の３つがあります。

１つ目は二重遮水工です。国交省マニュアルに基づき、二重の遮水シートなどにより

封じ込めを行なう方法です。

２つ目は吸着層工です。自然由来重金属等含有土の盛土基礎に重金属等吸着層を敷設

することにより、重金属等が地下に浸透することを防止する工法です。

３つ目は不溶化処理です。自然由来重金属等含有土に、重金属等の溶出を低減させる

ための材料を添加混合する方法です。

【イ】は、現地に土壌汚染対策法に規定する汚染土壌処理施設としての埋立処理施設

を設置し、埋め立てる方法です。構造は、【ア】に記載の二重遮水工と同様です。

その他の処理方法は、「オンサイト処理（無害化）【ウ】」と「処分場への搬出処理
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【エ】」の２つがあります。

【ウ】は、要対策土に含まれる重金属等の成分を要対策土から分離させ、基準値以下

に抑えることが可能となる方法です。具体的な処理方法には磁力選別処理と洗浄分級処

理があります。これらの処理が可能な設備を現地に設置し、要対策土を無害化し、基準

適合土として活用します。

【エ】は、区域外に存在する処分場に搬出し、処理を行ないます。

これらの方法の特徴について、次のページ以降でご説明します。208ページをごらんく

ださい。

「生活環境保全措置を講じた盛土【ア】」について説明いたします。

下から２番目の「・」のとおり、工事現場から近い場所に盛土の場所を確保できた場

合、発生土の運搬に伴う騒音・振動・大気質等への影響は小さくなりますが、一方で、

次の「・」に示すように、現地での盛土により対応可能な要対策土量は、現地での盛土

の設計容量に依存します。

209ページをごらんください。

「生活環境保全措置を講じた盛土【ア】」のうち、二重遮水工についてです。

図の上の２つの「・」ですが、全ての項目の自然由来重金属等含有土、酸性土に対応

することができるほか、国交省マニュアルでは、人家や飲用井戸まで汚染地下水が到達

するリスクに対して信頼性の高い対策工とされています。

次に、【ア】のうち吸着層工です。

こちらは、210ページの一番上のほうの記載ですが、要対策土の酸性化可能性の確認の

ほか、実際に発生する土を用いた事前の試験によって適用性を確認する必要があります。

次に、【ア】のうち不溶化処理について説明いたします。

こちらは、図の上の「・」ですが、対策工の効果は要対策土の性質との兼ね合いや施

工場所の条件に依存し、添加量や混合条件によっては十分な不溶化効果が得られずに再

溶出する可能性があります。そのため、実際に発生する土を用いた事前の試験によって

適用性を確認することが重要です。

次に、「汚染土壌処理施設としての埋立処理施設を設置し行う埋立【イ】」について

説明いたします。

土壌汚染対策法で定める汚染土壌処理施設としての埋立処理施設を設置し埋立てを行

なうためには、汚染土壌処理業の許可を受ける必要があります。
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211ページをごらんください。

構造は、先ほどご説明した二重遮水工と同様です。トンネル掘削による発生土は土壌

汚染対策法の対象外ですが、仮に汚染土壌処理施設としての埋立処理施設を設置し、ト

ンネル発生土の埋立てを行なう場合には、土壌汚染対策法に基づく許可が必要となり、

供用開始までに長期間を要することが見込まれます。

次に、「オンサイト処理【ウ】」について説明いたします。

２番目の「・」のとおり、発生する要対策土量や要対策土の種類が把握できている場

合は効率的に処理が行なえます。また、工事現場から近い場所にオンサイト処理施設を

確保できた場合、運搬に伴う騒音・振動・大気質等への影響が小さいです。

一方で、オンサイト処理施設設置のための用地が確保できない場合には、新たな土地

の改変が必要となります。また、仮置き場のための土地の確保や新たな改変が必要とな

る場合があります。

オンサイト処理の主なものには、212ページに示す磁力選別処理や、213ページに示す

洗浄分級処理があります。

212ページをごらんください。

重金属等の種類によっては、これらの方法により処理できない場合があります。また

酸性土についても浄化処理ができません。

また、213ページの上から３番目の「・」ですが、浄化処理後に残留していた重金属等

が溶出する可能性を否定できないため、実際に発生する土を用いた事前の試験によって

確認する必要があります。

最後に、「処分場への搬出処理【エ】」について説明いたします。

要対策土を搬出する場合、静岡県内で受入れ可能な施設では受入れ条件に制約があり

難しく、近県の大規模な汚染土壌処理施設へ搬出する必要があります。

搬出処理は、量が少ない場合であれば、土量に応じて随時対応することができるとい

う特徴があります。

一方、量が多い場合には、処分場の確保・搬出に時間を要することになり、仮置き場

としての土地の確保や新たな改変が必要となる可能性があるほか、搬出のための工事用

車両が増加し、騒音・振動・大気質等への影響が大きくなります。

説明は以上となります。

○森下部会長 ありがとうございました。
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この議題は、Web参加しておられた保高委員のご専門でもありますので、ぜひともご

意見をお伺いしたかったんですけれども、少し時間が押してしまいましたために退室さ

れてしまっているようです。事務局のほうであらかじめご意見を伺っておりますので、

それを紹介していただけますか。

○加茂課長 事務局から、あらかじめ保高委員に確認をいただいておりましたコメントを

ご紹介させていただきます。

ＪＲ東海が実施した要対策土の発生量の予測方法は、縦坑――垂直ボーリングだと思

いますけれども――の掘削が困難な場合においては妥当な方法である。要対策土の発生

量の予測は、もともと不確実性が大きいものなので、実際の発生量との乖離があった場

合は追加の処分場についても検討する必要があり、掘削を進めながら、予測量を大幅に

超えた場合の対応も含めて想定しておくことが必要である。

要対策土の判定は、掘った後に試験をするのが一般的であり、国交省マニュアルにも

のっとった方法ですが、専門部会で認められれば先に試験をする方法も可能性がある。

要対策土の量を減らすことは重要ですが、現場のスピードとのバランスも重要。最初

は普通に掘りつつ、発生土置き場の容量を超えそうになった時点で細かく判定するなど

の対応を考えるのが有効な手段である。

以上、コメントをご紹介いたしました。

○森下部会長 ありがとうございました。

それでは、委員の皆様のご意見をお伺いしたいと思います。

塩坂委員、どうぞ。

○塩坂委員 今ＪＲさんから説明があったんですけど、この要対策土が、例えばどういう

地質、ないしは地質構造のところに存在するかという認識がどうも欠けているような感

じがするんですね。火山地帯なのか堆積岩地域なのかで全然違うわけで、特にここは四

万十層ですから堆積岩なんですよ。堆積岩というのは深海にたまった泥と砂の互層なん

だけれども、そこに要対策土がどのように存在するかというと、これは下からマグマが

上がってきて、それが上がってくれば火山になっちゃうんだけど、この場合は火山に至

らないものですから、マグマの上に熱水というのがあるんですよね。その中に重金属等

要対策土のヒ素だとかが入っているわけです。
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ということは、これは四万十層の山の中全体に均等にあるんじゃなくて、どこに存在

するかというと、その熱水が上がってくるというのは、必ず断層のところに上がってく

るんですよ。そうすると、要対策土の層というのは断層に規定されるものだから、幅も

かなり狭いんですよ。

私が一番言いたいことは、ＪＲさんのほうは10万m3を安全を含めて確保したいという

ことをお聞きしたんだけれども、今のNATMの工法でやると、ボーリングをしてダイナ

マイトをセットして延時雷管でバンとやるんだけど、そうすると、深さ方向で１mで断面

は仮に50m2とすると、１日にそれだけの土が出てきて、その中にサンプリングしてみた

ら要対策土があったとなると、その土量全部を要対策土に編入すると多分10万m3ぐらい

というカウントになるんだろうと思います。

じゃ、それはどうしたら減らせるかということを考えますと、事前にコアボーリング

すれば、いわゆる熱水の入っている地層というのは明確に分かるんですよ。だから、そ

れが出ないところはずんずん掘ればいいので、出るところの手前で止めて、その要対策

土は30cmとかそんなものですから、それを取れば要対策土そのものが減るだろうと。私

の推測では10分の１ぐらいに減るだろうと思います。

そうなれば、そもそも藤島の10万m3の要対策土の施設が要らなくなるので、これはだ

からＪＲさん側にとっても非常にプラスでありますし、それから大井川流域に住んでい

る県民側からいっても、万が一大洪水等でそれが浸食されて流下するというリスクもゼ

ロではないので、そうすると、入り口論として、その10万m3というのを再度検討し直し、

工法としては、コアボーリングをして明確に要対策土の地層を把握して進めるというこ

とが私は必要かと思います。

○森下部会長 はい、ありがとうございました。

大変具体的なご提案だったと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○ＪＲ東海（永長） ご意見ありがとうございます。

確かに私どもとしても、いわゆる対策土については、その取扱い量が減ること自体は、

やはり工事を進める側としても、ある意味扱いやすくなるなということでございます。

今お話いただいたところについて、トンネル工事をやっている現場の状況を考えた上

で、どういう対応が取れるかということを考えていくことが重要だと思いますので、今

いただいたご意見も参考にしながら、どういうふうに取り扱っていくかということを、

もう少し考えさせていただければというふうに思っております。
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○森下部会長 私からも委員として発言させていただきたいんですけれども、隣接工区の

実績に基づくと、重金属の種類はヒ素、フッ素、セレンであるということなんですけれ

ども、塩坂委員が言われたように、地質が違うわけですね。南アルプスの地質よりも東

側の若い地質の中にあったものなので、同じものが出てくるとも限らないんですけれど

も、この３つだけしか出てこないのであれば対策は大変簡単だなと思います。

あと、熱水が重金属を運ぶというお話も塩坂委員はされましたけれども、私は実は熱

水の専門家でして、どのようにして金属が熱水で運ばれていくのかという研究を日々し

ているわけなんですけれども、確かに重金属は一般に偏在するんですね。ですから、そ

の偏在しているところをどうやって探すのかというのが非常に重要で、例えば溶出試験

で代表性を担保するというのは大変困難であって、またその方法論も確立していないと

思います。ですから、例えば非常に大きなロットで溶出試験をしてみて、基準値を超え

た場合にはそのロット全部が要対策土になってしまう。逆に基準値に達しなかったとし

ても、ロットが非常に大きいと局所的に要対策土が残ってしまうといった危険性もある

と。

１つの考え方としては、そのロットを細分化する。先ほどの塩坂委員の発言でいえば、

どこが重金属が高いのかということをあらかじめ知っておくということが重要である

と。それによって、特に一番出てきそうな主要な重金属としてヒ素があるわけですけれ

ども、このヒ素を含む土の量を減らすだけでも大幅に対策土を減らすことができると思

っています。

この要対策土の総量を減らすという観点からは、先ほどご紹介があったオンサイト処

理というのは私は非常に重要だと思っているんですけれども、次回の会議以降、具体的

な検討というのをしていただいて、それを示していただけたらなというふうに思います。

いかがでしょうか。

○ＪＲ東海（永長） 私どもも検討を進めていきたいと思います。

先ほど申し上げたように、実際の工事の中でどうやっていくかということが結構重要

でございますし、今日途中で退出されましたけれども、保高委員なんかは全国のマニュ

アルもつくられている方で、やはりそうした知見も参考にさせていただきながら、どう

いうふうに考えていくかということをお示ししていきたいというふうに思っているとこ

ろでございます。

○森下部会長 それでは、ほかの委員の方、県の方、いかがでしょうか。
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それでは、対話項目（５）「自然由来の重金属等を含む要対策土の処理」について、ま

とめます。

本日説明がありました、要対策土の発生予測の方法及び処理方法については、より具

体的な説明を求め、次回以降の専門部会にて発生予測を踏まえた処理方法ごとの課題整

理を行ない、要対策土の適切な処理方法について対話を進めていくことにします。この

ようなことでよろしいでしょうか。

それでは最後に、全体的な内容について、ご質問、ご意見がある方はお願いしたいと

思います。よろしいでしょうか。

それでは、かなり時間が遅くなって恐縮ですけれども、以上をもちまして本日の議事、

報告事項を終了いたします。

進行を事務局にお返しします。

○望月課長 森下部会長様、ありがとうございました。

また、委員の皆様方におかれましては、貴重なご意見等をいただきまして、誠にあり

がとうございました。

ここで、本日の対話を踏まえ、現時点における「今後の主な対話項目」を整理し、事

務局からお示しいたします。

○春田技監 それでは、モニター画面及び現在配付しております資料をごらんください。

初めに「水資源編」でございます。

右側の「進捗状況」の欄、「○」は「対話完了」、「△」は「対話中」でございます。

対話項目の水資源関連６項目のうち、今回２項目について対話を行ないました。

２の（２）「田代ダム取水抑制案」につきましては、フローチャートを修正するとい

う条件を付しまして「対話完了」といたしました。

次に、３の（１）につきましては、ＪＲ東海から示された対応案について、専門部会

として了解されましたので、「対話完了」と整理いたしました。

この結果、「水資源編」６項目全てが「対話完了」となりました。

次のスライド及び２ページをお願いいたします。

続いて「トンネル発生土編」です。

（１）、（２）、（３）については、各盛土の詳細な設計やモニタリングの内容、リス

ク管理手法等が示されたとして専門部会として了解されましたので、通常土については

対話は完了とします。
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ただし、今回は要対策土については含まれていないため、引き続き「対話中」と整理

いたしました。

（５）の要対策土の処理については、今回対話を開始いたしましたが、引き続き対話

を継続することとし、「対話中」となりました。

この結果、「トンネル発生土編」５項目のうち、「対話完了」が１項目、「対話中」が

今回２項目増えましたので４項目となりました。

次のスライドをお願いいたします。配付資料は３ページ目をお願いいたします。

28項目の進捗状況の一覧です。

この結果、「水資源編」６項目では、６項目全てが「対話完了」となりました。

「トンネル発生土編」５項目では、１項目が「対話完了」、「対話中」が４項目とな

り、「次回以降対話に着手」の項目はなくなりました。

これに「生物多様性編」を加えた28項目の進捗は、「対話完了」10項目、「対話中」18

項目、「次回以降対話に着手」はなくなりました。

なお、この進捗状況の整理表につきましては、この後県のホームページに掲載させて

いただくこととしております。

以上であります。

○望月課長 それでは、以上をもちまして静岡県中央新幹線環境保全連絡会議第20回地質

構造・水資源部会専門部会を終了いたします。

午後４時21分閉会


